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１．１．１．１．平成平成平成平成 24242424 年度施策の基本方針年度施策の基本方針年度施策の基本方針年度施策の基本方針    

 

今、地方自治が大きな転換期を迎え、多くの自治体が多様化する行政ニーズに的確に

対応できる基礎自治体としての役割を果たすため、自治基本条例や議会基本条例を制定

する中で、市民参画による地方自治をめざしているところであります。 

宍粟市でも、市民が主体のまちづくりを進めていくために、平成 23年 4月 1日に自

治基本条例を施行し新たなまちづくりへの一歩を踏み出しました。 

本市がめざす「参画と協働のまちづくり」は、これまでの行政と市民がサービスを提

供する側と享受する側の関係から、ともに考え実践する対等のパートナーとなることで、

地域固有の課題の解決や地域資源の活用などを効率的に行うことができる仕組みを創

ることです。 

本市の特性を考えた時、恵まれた自然と歴史資産を守りつつ観光に結びつける仕組み

や環境にやさしいまちづくりを通して地域経済を活性化していかなければと考えてお

ります。 

 この 4月から施行しました「ふるさと宍粟観光条例」におきましては、観光立市を実

現するために、従来の観る観光から、観光をまちづくりや雇用などへの架け橋として発

展させ、持続可能な地域を創造し、住んでよかった、訪れてよかったと市民や観光者が

ともに幸せや喜びを感じあえる「歓幸」をめざすこととしております。 

このことは、市内の自然、文化、歴史そして地域における市民の地域づくり活動をも

地域資源と捉え、訪れ、交流し、体験することを通じて「住んでみたい」と思える地域

を創っていくことにほかなりません。 

また、現下の厳しい雇用情勢の中、若者の流出が地域活力の低下に繋がっていること

から、林業の再生や農地の保全を通して雇用を創出する仕組みを構築するとともに市内

の産業界、そして地域の皆様の英知を結集し、地域社会全体で若者が定住できるまちを

創っていきたいと考えております。 

さらに、少子化の中で、就学前の子どもの教育・保育の充実を図り、多様な保護者ニ

ーズに対応することで子育てを支援するため進めてまいりました幼保一元化計画及び

学校規模適正化計画等につきましては、宍粟市として大きな課題であり、一刻も早い課

題解決が求められています。これらの教育・保育関係の諸課題につきましては、地域に

与える影響が大きいことから地域の皆様との合意形成を図り、将来の宍粟市を担う子ど

もたちのためにより良い教育・保育環境を創る必要があります。 

 合併後、8 年目を迎える平成 24 年度は、宍粟市が将来にわたり、市民と市民の信託

に基づく議会・行政がそれぞれの役割を果たし、「市民と共に歩む行政」の姿を市内外

に示し、市民の皆様と行政が協働し、「実践していく年」であると位置づけております。 



２．平成２４年度予算の概要

２－１　　一般会計の予算規模２－１　　一般会計の予算規模２－１　　一般会計の予算規模２－１　　一般会計の予算規模

【参考】
平成２４年度宍粟市全会計予算 （単位：千円）

24年度 23年度 差し引き
予算額 予算額 (A-B)

A B C C/B*100
21,940,000 22,740,000 △ 800,000 △ 3.5

国民健康保険事業 4,590,882 4,277,682 313,200 7.3
国民健康保険診療所 385,521 382,425 3,096 0.8
鷹巣診療所 11,645 11,083 562 5.1
後期高齢者医療事業 487,398 457,775 29,623 6.5
介護保険事業 3,937,663 3,830,930 106,733 2.8
簡易水道事業 830,867 768,974 61,893 8.0
下水道事業 1,737,557 1,720,344 17,213 1.0
農業集落排水事業 721,367 761,964 △ 40,597 △ 5.3
小計 12,702,900 12,211,177 491,723 4.0
水道事業 1,095,616 1,055,165 40,451 3.8
病院事業 4,649,207 4,564,590 84,617 1.9
農業共済事業 87,805 90,838 △ 3,033 △ 3.3
小計 5,832,628 5,710,593 122,035 2.1

40,475,528 40,661,770 △ 186,242 △ 0.5

※企業会計の額は収益的支出＋資本的支出の合計額

合計

増減率
区分

企
業
会
計

特
別
会
計

一般会計

25,163

22,200 22,620

25,730

22,460 22,560 22,740 21,940

19,128

16,416 15,932 15,892 16,098 16,351 16,209 16,193
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一般会計予算規模の推移一般会計予算規模の推移一般会計予算規模の推移一般会計予算規模の推移 当初予算額

一般財源総額単位：百万円

平成２４年度当初予算平成２４年度当初予算平成２４年度当初予算平成２４年度当初予算 ２１９億４，０００万円２１９億４，０００万円２１９億４，０００万円２１９億４，０００万円

〈 対前年度当初予算比 △８億円 △３．５％ 〉

－ ３年ぶりの減で、合併後、最も少ない予算。 －
人件費や、公債費などの義務的経費が減少
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２－２　　一般会計歳入の概要２－２　　一般会計歳入の概要２－２　　一般会計歳入の概要２－２　　一般会計歳入の概要

（単位：千円）

24年度 23年度 差し引き 増減率

A B C(A-B) C/B*100

4,621,155 4,551,661 69,494 1.5 21.1%

236,025 215,916 20,109 9.3 1.1%

353,595 354,073 △ 478 △ 0.1 1.6%

150,695 128,185 22,510 17.6 0.7%

2 2 0 0.0 0.0%

32,202 186,024 △ 153,822 △ 82.7 0.1%

1 1 0 0.0 0.0%

633,260 679,408 △ 46,148 △ 6.8 2.9%

6,026,935 6,115,270 △ 88,335 △ 1.4 27.5%

195,200 195,800 △ 600 △ 0.3 0.9%

512,600 490,700 21,900 4.5 2.3%

16,900 81,000 △ 64,100 △ 79.1 0.1%

9,800,000 9,736,000 64,000 0.7 44.7%

8,300 8,300 0 0.0 0.0%

1,537,128 1,655,963 △ 118,835 △ 7.2 7.0%

1,442,237 1,585,395 △ 143,158 △ 9.0 6.6%

2,400,700 2,871,572 △ 470,872 △ 16.4 10.9%

うち臨時財政対策債 955,400 1,052,372 △ 96,972 △ 9.2 4.4%

うち臨時財政対策債以外 1,445,300 1,819,200 △ 373,900 △ 20.6 6.6%

15,913,065 16,624,730 △ 711,665 △ 4.3 72.5%

21,940,000 22,740,000 △ 800,000 △ 3.5 100.0%

繰 越 金

24年度の
構成比

地 方 譲 与 税

税交付金（地方消費税など）

地 方 特 例 交 付 金

区 分

諸 収 入

依

存

財

源

自

主

財

源

使 用 料 及 び 手 数 料

財 産 収 入

市 税

県 支 出 金

市 債

寄 附 金

繰 入 金

小 計

分 担 金 及 び 負 担 金

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金

地 方 交 付 税

合 計

小 計

市税

46億2,116万円

使用料・手数料な

ど

13億7,358万円
繰入金

3,220万円

地方交付税

98億円

市債

24億70万円

国県支出金

29億7,936万円

地方譲与税等

7億3,300万円

自
主
財
源

2

7

・

5

%依
存
財
源

7

2

・

5

%

歳入

２１９億

４，０００万
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○主な歳入予算額の推移

市税・譲与税・交付金

・平成24年度の市税は、依然として大幅な回復の兆しが見えない状況ではあるが、年少扶養控除の

廃止などが影響し前年度当初を上回る。

市市市市 税税税税 4,621,155千円（前年度当初 4,551,661千円）＋69,494千円、＋1.5％

地方譲与税地方譲与税地方譲与税地方譲与税 195,200千円（前年度当初 195,800千円）△ 600千円、△0.3％

税交付金（税交付金（税交付金（税交付金（※※※※）））） 512,600千円（前年度当初 490,700千円）＋21,900千円、＋4.5％

地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金 16,900千円（前年度当初 81,000千円）△64,100千円、△79.1％

※税交付金 ： 利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、

ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金

市税

43億5,403万円

44億

8,617万円

49億

6,530万円

50億

9,943万円
48億

4,272万円
47億

1,254万円
45億

5,166万円

市税

46億2,116万円

地方交付税

95億円
88億

1,000万円

86億

6,000万円

87億

1,600万円
90億

7,800万円

95億

6,600万円
97億

3,600万円

地方交付税

98億円

市債

22億4,920万円
24億

6,680万円

29億

1,250万円

55億

3,370万円 32億

7,740万円

26億

1,977万円

28億

7,157万円
市債

24億70万円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

用語解説：市が直接課税し収入するものを「市税」、国や県が国税
や県税として収入した税の一部を決められた基準により交付する
ものを「譲与税」や「交付金」といいます。

（単位：千円、％）

増減額 増減率
個 人 1,498,500 1,395,200 103,300 7.4
法 人 266,300 253,800 12,500 4.9

2,394,985 2,408,261 △ 13,276 △ 0.6
103,070 102,500 570 0.6
240,300 270,000 △ 29,700 △ 11.0

2,000 2,000 0 0.0
116,000 119,900 △ 3,900 △ 3.3

4,621,155 4,551,661 69,494 1.5

H24当初 H23当初
前年度比較

市 民 税

固 定 資 産 税

税　　目

軽 自 動 車 税
市 た ば こ 税

都 市 計 画 税
入 湯 税

合 計
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地方交付税＋

臨時財政対策債

・臨時財政対策債の減により普通交付税は23年度実績に比べ微増。

・地方交付税と臨時財政対策債を併せた実質的な地方交付税総額は対前年度当初比△32,972千円、

0.3％減。

普通交付税普通交付税普通交付税普通交付税 8,900,000千円（前年度当初 8,960,000千円） △60,000千円、△0.7％

（前年度現計 8,871,386千円） ＋28,614千円、＋0.3％

特別交付税特別交付税特別交付税特別交付税 900,000千円（前年度当初 776,000千円） ＋124,000千円、＋16.0％

臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債 955,400千円（前年度当初 1,052,372千円） △96,972千円、△9.2％

（前年度現計 959,303千円）△ 4,703千円、△0.5％

国県支出金

・国庫支出金は、社会資本整備総合交付金（緑地公園）（対前年度 ＋64,072千円）などの増加があ

るものの、子どものための手当負担金（対前年度 △199,362千円）などが大幅に減少し、全体では

減少。

・県支出金は、地籍調査事業補助金・委託金（対前年度 △85,071）や森林整備地域活動支援事業

交付金（対前年度 △28,785千円）などが起因し減少。

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金 1,537,128千円（前年度当初 1,655,963千円） △ 118,835千円、△7.2％

県支出金県支出金県支出金県支出金 1,442,237千円（前年度当初 1,585,395千円） △143,158千円、△9.0％

繰入金

・昨年度に引き続き、財政調整基金の繰入れを行わない。

・特定の目的のための事業にはそのために積み立てておいた貯金を取り崩して事業を実施。

繰入金繰入金繰入金繰入金 32,202千円（前年度当初 186,024千円） △153,822千円、△82.7％

市債

・臨時財政対策債（元利償還金の100％が交付税措置）が約１億円減少。

・必要な事業には起債を発行するが、後年度の財政負担の軽減を図るため、合併特例債や過疎対

策事業債（ともに元利償還金の70％が交付税措置）など有利な起債を活用。

市債発行額市債発行額市債発行額市債発行額 2,400,700千円（前年度 2,871,572千円） △470,872千円、△16.4％

※発行額のうち後年度に交付税算入される額 1,935,730千円、発行額の約80.6％

用語解説：国税（所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割合を財源
として、全国どの市町村も一定水準の行政サービスが行えるよう、地方税の不
足分を補うために交付されるものが地方交付税です。また、近年、この地方交
付税の財源が不足するため、その不足分を補うための地方債（借金）が特別に
認められており、これを臨時財政対策債といいます。この臨時財政対策債は元
利償還金の全額が交付税に算入されます。

用語解説：市が行う事業に対し、国や県が市に対し支出するものです。負担金や
補助金、委託金などがあります。なお、国の経費には一度、県の予算を通して県
支出金として支出されるものもあります。（間接補助金）

用語解説：他の会計や基金からの収入をいいます。

用語解説：市が事業を行う場合、多額の資金を必要とする時に外部（政府や銀
行など）から資金を調達するもので、長期的な借入金です。
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２－３　　一般会計歳出の概要２－３　　一般会計歳出の概要２－３　　一般会計歳出の概要２－３　　一般会計歳出の概要

【目的別】【目的別】【目的別】【目的別】 （単位：千円、％）

24年度 23年度 差し引き
予算額 予算額 (A-B)

A B C C/B*100

206,398 229,977 △ 23,579 △ 10.3 0.9

2,676,604 3,025,075 △ 348,471 △ 11.5 12.2

5,563,353 5,709,691 △ 146,338 △ 2.6 25.4

3,055,641 2,761,250 294,391 10.7 13.9

1,412,084 1,501,962 △ 89,878 △ 6.0 6.4

582,523 551,082 31,441 5.7 2.7

2,303,571 2,153,660 149,911 7.0 10.5

850,381 945,067 △ 94,686 △ 10.0 3.9

1,984,076 2,143,518 △ 159,442 △ 7.4 9.0

60,498 80,553 △ 20,055 △ 24.9 0.3

3,214,713 3,608,030 △ 393,317 △ 10.9 14.7

158 135 23 17.0 0.0

30,000 30,000 0 0.0 0.1

21,940,000 22,740,000 △ 800,000 △ 3.5 100.0

予 備 費

議 会 費

諸 支 出 金

総 務 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

民 生 費

消 防 費

土 木 費

衛 生 費

24年度の
構成比

商 工 費

区 分
増減率

合 計

農 林 水 産 業 費

目的別の増減要因目的別の増減要因目的別の増減要因目的別の増減要因

◎衛生費・土木費などが増加◎衛生費・土木費などが増加◎衛生費・土木費などが増加◎衛生費・土木費などが増加

・衛生費では、にしはりま環境事務組合の建設事業費などに対する負担金（＋127,555千円）、ご

みの分別収集開始による収集委託料（＋48,387千円）などが起因し２．９億円の増加。

・土木費では、市営下比地団地建設事業（＋106,531千円）、河川水路新設改良事業（＋50,000

千円）などが起因し１．５億円の増加。

・このほか、商工費が産業立地促進促進助成事業（＋18,533千円）により増加。

◎公債費、総務費が大幅に減少◎公債費、総務費が大幅に減少◎公債費、総務費が大幅に減少◎公債費、総務費が大幅に減少

・公債費は、償還のピークを過ぎたことや23年度に実施する繰上償還の効果などにより３．９億円

の減少。

・総務費は、千種テレビ施設撤去工事（△80,000千円）、地域振興基金積立金（△70,000千円）、

庁舎解体工事（△47,000千円）などが起因し３．５億円の減少。

・このほか、24年度に実施予定の学校施設耐震化事業を前年度補正予算に前倒し計上したこと

などにより、教育費も対前年度比で減少。
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民生費

55億6,335万円

公債費

32億1,471万円

衛生費

30億5,564万円

総務費

26億7,661万円

土木費

23億357万円

教育費

19億8,408万円

農林水産業費

14億1,208万円

消防費

8億5,038万円

商工費

5億8,252万円

その他

2億9,706万円

歳出

２１９億

４，０００万
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【性質別】【性質別】【性質別】【性質別】 （単位：千円、％）

24年度 23年度 差し引き
予算額 予算額 (A-B)

A B C C/B*100

4,169,710 4,316,087 △ 146,377 △ 3.4 19.0

2,988,712 3,139,733 △ 151,021 △ 4.8 13.6

3,214,431 3,607,747 △ 393,316 △ 10.9 14.7

10,372,853 11,063,567 △ 690,714 △ 6.2 47.3

1,938,917 2,095,987 △ 157,070 △ 7.5 8.8

うち補助事業 461,129 256,475 204,654 79.8 2.1

うち単独事業 1,477,788 1,839,512 △ 361,724 △ 19.7 6.7

60,498 80,553 △ 20,055 △ 24.9 0.3

1,999,415 2,176,540 △ 177,125 △ 8.1 9.1

2,709,131 2,794,590 △ 85,459 △ 3.1 12.3

96,546 75,952 20,594 27.1 0.4

2,604,814 2,429,123 175,691 7.2 11.9

345,001 345,001 0 0.0 1.6

437,161 507,360 △ 70,199 △ 13.8 2.0

3,345,079 3,317,867 27,212 0.8 15.2

30,000 30,000 0 0.0 0.1

9,567,732 9,499,893 67,839 0.7 43.6

21,940,000 22,740,000 △ 800,000 △ 3.5 100.0

災 害 復 旧 事 業 費

普 通 建 設 事 業 費投

資

的

経

費

維 持 補 修 費

物 件 費
そ

の

他

経

費

小 計

増減率 24年度の
構成比

義

務

的

経

費

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

小 計

区 分

合 計

予 備 費

積 立 金

貸付金・投資及び出資金

補 助 費 等

小 計

繰 出 金

人件費

41億6,971万円

扶助費

29億8,871万円

公債費

32億1,443万円

普通建設事業費等

19億9,942万円

物件費

27億913万円

補助費

26億481万円

繰出金

33億4,508万円

その他

9億871万円

義

務

的

経

費
47%

投資的

経費9%

そ

の

他
44%

歳出

２１９億

４，０００万
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人件費

・職員の採用調整による職員数減などにより職員人件費は抑制。（一般会計職員数△13名）

・議員年金制度の廃止による共済負担金が前年度より減少。（対前年度 △25,969千円）

人件費人件費人件費人件費 4,169,710千円（前年度当初 4,316,087千円） △146,377千円、△3.4％

扶助費

・『子ども手当』から『子どものための手当』に制度改正。

（H23当初 一律1.3万円 → H24当初 1.0万円～1.5万円、一部所得制限で0.5万円）支給額

1.0万円となる対象者が多いことなどにより減。△165,359千円

・さつき園民営化による運営費の減、生活保護医療費の減

扶助費扶助費扶助費扶助費 2,988,212千円（前年度当初 3,139,733千円） △151,521千円、△4.8％

義務的経費

105億円
103億円 110億円 111億円 107億円 112億円 111億円 104億円

投資的経費

46億円 25億円 31億円

67億円

31億円 22億円 22億円
20億円

その他

100億円
94億円

86億円

80億円

87億円 92億円 95億円
95億円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

用語解説：職員の給料や議員・その他の特別職員への報酬などです。

用語解説：生活保護法や児童福祉法などの法令に基づく非扶助者に対する支
給や、市が単独で給付する現金物品などの経費です。
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公債費

・前年度の繰上償還の効果などにより対前年度比で大幅に減少。

・実質公債費比率はH24の単年度数値で17.0％となる見込み。(H21=20.5、H22=20.3、H23見込

み=19.2）

・実質公債費比率のH22～H24の３ヵ年平均は18.8％となる見込み。

（実質公債費比率（３ヶ年平均）のピーク見込み ： 20.0％(H20～H22の３ヶ年平均）)

公債費公債費公債費公債費 3,214,431千円（前年度当初 3,607,747千円） △393,316千円、△10.9％

普通建設事業費

・小学校の耐震化・大規模改造事業の減。△158,780千円（H24予定分は、国の補正予算により
前倒して３月補正で対応 613,021千円）
・幼保一元化施設整備事業（△102,008千円）や千種テレビ施設撤去工事（△80,000千円）の減。
・市営下比地団地建設事業（＋106,557千円）やさつき園整備事業（＋110,286千円）の増。

普通建設事業普通建設事業普通建設事業普通建設事業 1,938,917千円（前年度当初 2,095,987千円） △157,070千円、△7.5％

補助費等

・にしはりま環境事務組合に対する負担金（建設事業の増）が増加。（対前年度 +127,555千円）
・福祉世帯水道料金助成金の増。＋28,665千円
・公営企業会計のうち病院事業会計への繰出金が増加。（対前年度 +27,729千円）

補助費等補助費等補助費等補助費等 2,604,814千円（前年度当初 2,429,123千円） +175,691千円、+7.2％

繰出金

・後期高齢者医療事業の医療費の増加で連合会への負担金が増加。（対前年度 +28,016千

円）

・簡易水道事業会計で公債費の増加などにより繰出金が増加。（対前年度 +16,215千円）

繰出金繰出金繰出金繰出金 3,345,079千円（前年度当初 3,317,867千円） +27,212千円、+0.8％

用語解説：市が借り入れた地方債（市債）の元利償還金や一時借入金の利子
を支払うための経費です。

用語解説：道路や橋梁、学校、保育所、庁舎などの公共施設や公用施設の整
備のための経費です。

用語解説：市が他の地方公共団体（県、市町、一部事務組合）や民間に対し、行
政上の目的のために支出する経費です。

用語解説：他の特別会計に対し支出する経費です。
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２－４　　起債残高の状況２－４　　起債残高の状況２－４　　起債残高の状況２－４　　起債残高の状況

（単位：千円）
22年度末 23年度末 24年度末

残高 残高見込み 発行見込み 償還見込み 残高見込み
A B C A+B-C

33,858,124 34,575,296 2,400,700 2,690,481 34,285,515

186,505 167,982 13,900 28,677 153,205

1,489 0 0 0 0

6,964,675 6,641,211 35,200 368,911 6,307,500

17,304,472 16,775,510 406,500 929,514 16,252,496

7,121,068 6,917,219 175,300 393,460 6,699,059

31,578,209 30,501,922 630,900 1,720,562 29,412,260

4,791,435 4,638,381 152,700 241,300 4,549,781

3,759,395 3,592,082 210,000 419,049 3,383,033

8,550,830 8,230,463 362,700 660,349 7,932,814

73,987,163 73,307,681 3,394,300 5,071,392 71,630,589

（参考）残高の内、実質、税等で負担すべき額の見込み（将来、地方交付税に算入される額を除いた額）

税等で負担すべき額の見込み 約 333億円 約 321億円 約 303億円
残高合計に対する割合 約45% 約44% 約42%

人口1人当り実質的な借入金残高 約79万円 約76万円 約72万円

※平成23年度予算のうち一部は平成24年度へ繰り越し予定。（額が未定のため本表では23年度末残高に含む）
※人口は平成24年2月末の住民基本台帳人口　42,312人を用いてます。

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 診 療 所

簡 易 水 道 事 業

病 院 事 業

合 計

下 水 道 事 業

特

別

会

計

企
業
会
計

水 道 事 業

介 護 保 険 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

小 計

小 計

24年度

区 分

・一般会計の起債残高は、24年度予算における起債発行額24億70万円、元金償還額26億9,048万

1千円を加減すると、24年度末で342億8,551万5千円となる見込み。

・特別会計、企業会計を含めた全体では、24年度末で716億3,058万9千円となる見込み。

350 338 327 335 338 339 346 343 

326 325 325 326 321 316 305 294 

100 97 95 91 89 86 82 79 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23見込み H24見込み

一般会計 特別会計 企業会計

億円
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２－５　　基金残高の状況２－５　　基金残高の状況２－５　　基金残高の状況２－５　　基金残高の状況

（単位：千円）
22年度末 23年度末 24年度 24年度 24年度末

残高 残高見込み 積立見込み 取り崩し見込み 残高見込み
A B C A+B-C

1,890,595 2,045,202 4,090 0 2,049,292

313,934 293,665 704 26,090 268,279

3,589,120 3,999,764 432,367 6,112 4,426,019

5,793,649 6,338,631 437,161 32,202 6,743,590

137 151 159

※人口は平成24年2月末の住民基本台帳人口　42,312人を用いてます。

区 分

人口1人当りの額

合 計

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

そ の 他 特 定 目 的 基 金

・財政調整基金は、24年度末で20億4,929万円となる見込み。

・その他特目基金は、24年度も地域振興基金に積み増し（4.3億円）を行うため増加する見込み。

12.8 15.5 13.3 16.0 16.2 18.9 20.5 20.5

7.9 6.1
3.0

2.8 3.3
3.1 2.9 2.7

24.7
31.7

34.7 32.5 30.1

35.9
40.0 44.3

0

10

20

30

40

50

60

70

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23見込みH24見込み

財政調整基金 減債基金 その他特目基金

億円
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人と人、人と自然にやさしいまちづくり

３．平成24年度主要事業一覧

3-1．人と人、人と自然にやさしいまちづくり

【森林を生かした豊かな空間づくり】

1億1,152万円

私有林における国の造林補助事業の補助残に対して上乗せ補助を行います。

概ね45年生以下の人工林を間伐し、間伐材で土留め柵を設置し、防災能力を高めます。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金（森林所有者） 　国県等の負担金
事務経費等 361万円 　特定財源 242万円

　市の負担額 808万円
担当： 産業部 森づくり課

岩塊流を活かした地域づくり事業 1,447万円

宍粟市の文化財である千町岩塊流の保全と、地域づくりへの資源活用を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 1,420万円 　国県等の負担金 710万円
事務経費 27万円 　市の負担額 737万円

担当： 一宮市民局 地域振興課

【母なる恵みの川を活かした空間づくり】

かわまちづくり事業（今宿・中広瀬地区） 2,000万円

渡船や川下りの文化、史跡の保存により人々が潤い集う水辺空間を整備します。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 2,000万円 　国県等の負担金 800万円
　地方債 1,140万円
　市の負担金 60万円

担当： 土木部 建設課

【資源循環型社会の構築】

未来のふるさとづくりモデル事業 500万円

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 470万円 　市の負担額 500万円
事務経費 30万円

担当： まちづくり推進部 環境観光課

環境対策育林事業、針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業・緊急防災林整備事業（緑税活用事業）

水土保全能力の高い森林整備のため人工林伐採後、針葉樹、広葉樹を混合した植栽をします。

自治会単位でモデル地域を募り、住民・事業者等が創意工夫を活かした地域ビジョン
を立案し、環境意識の醸成とハード整備の両面から先導的な資源循環型の「スマート
ビレッジ」づくりに取り組みます。

10,102万円10,791万円
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人と人、人と自然にやさしいまちづくり

環境パートナーシップ促進助成事業 96万円

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 96万円 　市の負担額 96万円

担当： まちづくり推進部 環境観光課

エコツーリズム推進協議会支援事業 25万円

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 25万円 　市の負担額 25万円

担当： まちづくり推進部 環境観光課

再生可能エネルギー普及促進事業 3,250万円

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 1,850万円 　国県等の補助金 700万円
備品購入費 1,400万円 　市の負担額 2,550万円

担当： まちづくり推進部 環境観光課

リサイクル資源集団回収奨励金 1,350万円

リサイクル資源（紙類、布類、ビン類、缶類等）の集団回収に対し奨励金を交付します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 1,350万円 　特定財源 1,350万円

担当： 市民生活部 生活衛生課

10億5,202万円

【主な経費】 【財源内訳】

負担金 9億3,099万円
委託料 1億1,658万円 　市の負担額 10億5,202万円
事務経費 445万円

担当： 市民生活部 生活衛生課

宍粟環境事務組合の運営にかかる負担。にしはりま環境事務組合施設の建設等に係る
負担。家庭ごみ収集運搬の業務委託と広域ごみ処理施設の運営費負担をします。

ごみの適正な収集・処理による、ごみ減量化や資源循環型社会の構築

ｅーみらっそが実施する市民主体の具体的な環境活動の推進などの活動について、財
政支援を行います。

平成24年度に設立するエコツーリズム協議会への活動支援を通じて、環境資源・観光
資源・人文資源を活かしたツーリズムの実現をめざします。

グリーンエネルギー機器（太陽光発電・小水力発電）、木質バイオマスエネルギー機
器（ペレットストーブ・薪ストーブ等）、バイオマス燃料製造設備の導入経費の一部
助成等を行います。また、公共施設へペレットストーブを設置します。
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活力のある産業が支える豊かなまちづくり

３．平成24年度主要事業一覧

3-2．活力のある産業が支える豊かなまちづくり

【農業の振興】

中山間地域直接支払事業 6,776万円

中山間地域の機能を維持するための活動を支援します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 6,742万円 　国県等の負担金 5,091万円
事務経費 34万円 　市の負担額 1,685万円

担当： 産業部 農業振興課   

鳥獣被害防止事業 4,061万円

野猪や鹿による農作物被害防止のための駆除や防護柵設置経費の補助をします。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金（猟友会、農会等） 3,139万円 　国県等の負担金 1,225万円
負担金 896万円 　その他特定財源 150万円
事務経費 26万円 　市の負担額 2,686万円

担当： 産業部 農業振興課   

農業振興事業 2,593万円

各集落農会・農業振興協議会等の活動支援や、認定農業者・集落営農組合等への支援を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 1,926万円 　国県等の負担金 579万円
委託料 560万円 　市の負担額 2,014万円
事務経費 107万円

担当： 産業部 農業振興課

農地･水保全管理支払交付金事業 582万円

農地･農業用水等の保全及び長寿命化活動を支援します。

【主な経費】 【財源内訳】

負担金 561万円 　国県等の負担金 21万円
事務経費 21万円 　その他特定財源 10万円

　市の負担額 551万円
担当： 産業部 農業振興課

農地環境整備事業 529万円

安賀地区の県営ほ場整備事業に伴う事業費の一部を負担します。

【主な経費】 【財源内訳】

負担金 278万円 　国県等の負担金 250万円
委託料 250万円 　受益者負担金 93万円
事務経費 1万円 　地方債 160万円

　市の負担額 26万円
担当： 産業部 農業振興課
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活力のある産業が支える豊かなまちづくり

経営体育成基盤整備事業（宇原地区） 116万円

宇原地区の県営ほ場整備事業に伴う事業費の一部を負担をします。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 16万円 　地方債 90万円
負担金 100万円 　市の負担額 26万円

担当： 産業部 農業振興課

緊急ため池整備事業 2,802万円

老朽化した農業用ため池について、安全確保対策として防災対策を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 2,200万円 　国県等の負担金 1,596万円
委託料 600万円 　受益者負担金 392万円
事務経費 2万円 　市の負担額 814万円

担当： 産業部 農業振興課

基幹農道整備事業 2,974万円

蔦沢菅野地区の基幹農道整備事業に伴う事業費の一部を負担します。

【主な経費】 【財源内訳】

負担金 2,974万円 　地方債 2,820万円
　市の負担額 154万円

担当： 産業部 農業振興課

農地費 1,711万円

各集落農会・営農組合等による農業用施設の改修に支援を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

原材料費 570万円 　地方債 570万円
補助金 1,005万円 　市の負担額 1,141万円
事務経費 136万円

担当： 産業部 農業振興課

ふるさとの風景づくり整備事業 358万円

自治会や地域団体に対して、既存事業では対応困難なきめ細かな施設整備を支援します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 357万円 　国県等の負担金 215万円
事務経費 1万円 　市の負担額 143万円

担当： 産業部 農業振興課

ふるさと水と土ふれあい事業 200万円

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 200万円 　受益者負担金 34万円
　市の負担額 166万円

担当： 産業部 農業振興課

農地の有効利用と地域景観の保全のため、一宮東河内地区において、農地の保全を目
的とした整備を進めます。
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活力のある産業が支える豊かなまちづくり

農業共済事業 4,826万円

【主な経費】 【財源内訳】

共済金 3,403万円 　その他特定財源 4,826万円
無事戻金 180万円
事務経費 1,243万円

担当： 産業部 農業振興課

【林業の振興】

林業労務者確保対策事業 536万円

林業労務者の育成及び森林組合の雇用支援のための助成をします。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 436万円 　国県等の負担金 436万円
補助金（森林組合） 100万円 　市の負担額 100万円

担当： 産業部 森づくり課

宍粟材利用推進事業 657万円

宍粟材の普及啓発及び利用促進のための助成、広報活動をします。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 205万円 　市の負担額 657万円
報償費 280万円
使用料賃借料 156万円
事務経費 16万円 担当： 産業部 森づくり課

公有林整備事業 8,049万円

「儲かる林業」を実践していくため、市有林の収入間伐や保育事業に取り組みます。

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 6,861万円 　国県等の負担金 2,788万円
委託料 200万円 　特定財源 5,261万円
役務費 988万円

担当： 産業部 森づくり課

林業施設整備事業 8,288万円

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 3,725万円 　国県等の負担金 3,125万円
補助金 2,332万円 　地方債 1,620万円
用地購入費 1,200万円 　市の負担額 3,543万円
委託料 884万円
原材料費 95万円
役務費 16万円
事務経費 36万円

担当： 産業部 森づくり課

水稲･麦･大豆･家畜･園芸施設の被害に対し共済事業を行います。

森林基幹道、森林管理道、林業専用道などの整備や地元管理林道補修への支援によ
り、森林の整備・保全、並びに林業経営の安定化を推進します。
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活力のある産業が支える豊かなまちづくり

【商工業の振興】

子育て優待カード事業 75万円

【主な経費】 【財源内訳】

役務費 20万円 　市の負担額 75万円
事務経費 55万円

担当： 産業部 商工労政課

商工会活動助成事業 3,170万円

商工業振興のため中小企業者で組織する商工会の活動助成をします。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金（商工会） 3,170万円 　市の負担額 3,170万円

担当： 産業部 商工労政課

中小企業対策事業 3億350万円

市内中小企業者の経営安定化や起業家のための支援をします。

【主な経費】 【財源内訳】

産業振興資金融資制度 3億円 　特定財源 3億3万円
産業振興資金利子補給 300万円 　市の負担額 347万円
起業家支援助成 50万円

担当： 産業部 商工労政課

産業立地促進事業 2,543万円

雇用拡大、地域産業の活性化のため該当企業の固定資産税並びに雇用奨励金を交付します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金（企業） 2,503万円 　市の負担額 2,543万円
委託料 40万円

担当： 産業部 商工労政課

【観光の振興】

観光協会助成事業 740万円

観光情報の発信、観光対策、観光関連産業の振興のため観光協会へ助成を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金（観光協会） 740万円 　市の負担額 740万円

担当： まちづくり推進部 環境観光課

子育て世帯に地域の商店での買い物に対し特典が受けられる「優待カード」を配布す
ることにより、協賛商工業の活性化及び子育て世帯を応援します。
（波賀町・千種町が対象です。）
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活力のある産業が支える豊かなまちづくり

観光振興イベント事業 1,360万円

来訪者の増加、都市住民との交流、地域活性化のための観光振興イベントを助成します。
　山崎：850万円（さつき祭り、山崎納涼夏祭り）
　波賀：300万円（はがまつり、音水湖カヌー祭り）
　千種：210万円（妙見夏祭り）
【主な経費】 【財源内訳】

補助金（各実行委員会） 1,360万円 　地方債 510万円
　市の負担額 850万円

担当： まちづくり推進部 環境観光課

学生合宿促進事業 120万円

市外の高校、大学等の生徒、学生が市内で合宿する場合、一定の条件のもと助成をします。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金（合宿団体） 120万円 　市の負担額 120万円

担当： まちづくり推進部 環境観光課

ふるさと観光推進事業 559万円

観光基本計画の策定や、当計画に連動する事業についての調査研究・事業実施に取り組みます。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 490万円 　国県等の負担金 190万円
事務経費 69万円 　市の負担額 369万円

担当： まちづくり推進部 環境観光課

観光施設整備事業（原不動滝公園周辺整備事業） 500万円

楓香荘に隣接するテニスコートを多目的に利用が可能な公園に整備します。

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 500万円 　地方債 500万円

担当： 波賀市民局 地域振興課

ふるさとづくり事業（山崎：最上山公園彩りの森づくり事業） 248万円

最上山公園（もみじ山）の外灯増設・もみじ等の植樹・遊具一部取替を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 240万円 　国県等の負担金 200万円
その他費用 8万円 　市の負担額 48万円

担当： 土木部 都市整備課
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活力のある産業が支える豊かなまちづくり

ふるさとづくり事業（波賀：東山彩りの森整備事業） 1,000万円

フォレストステーション波賀の「記念の森」植樹・遊歩道・東屋等の整備を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 850万円 　地方債 850万円
原材料費 150万円 　市の負担額 150万円

担当： 波賀市民局 地域振興課

ふるさとづくり事業（千種：彩りの森整備事業） 1,100万円

ちくさ高原における広葉樹植樹、作業道舗装、遊歩道等整備を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 1,100万円 　地方債 1,100万円

担当： 千種市民局 地域振興課
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健康と福祉を育てる安心のまちづくり

３．平成24年度主要事業一覧

3-3．健康と福祉を育てる安心のまちづくり

【少子化対策の総合的な推進】

乳幼児医療助成事業・こども医療助成事業 1億4,091万円

小学生以下の通院・入院、中学生の入院にかかる医療費を助成します。

【主な経費】 【財源内訳】

扶助費 1億3,124万円 　国県等の負担金 3,973万円
委託料 213万円 　市の負担額 1億118万円
役務費 715万円
事務経費 39万円

担当： 市民生活部 市民課

出会いサポート事業 200万円

「出会いサポートセンター」による独身者の登録や結婚相談事業を実施します。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 200万円 　市の負担額 200万円

担当： 健康福祉部 社会福祉課

特定不妊治療費助成事業 200万円

【主な経費】 【財源内訳】

助成金 200万円 　市の負担額 200万円

担当： 健康福祉部 健康増進課

妊婦健康診査助成事業 2,080万円

妊婦が健やかに出産できるよう妊婦健診の促進を図るため助成します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 2,080万円 　国県等の負担金 560万円
　市の負担額 1,520万円

担当： 健康福祉部 健康増進課

【安心できる保健・福祉・医療体制の充実】

老人クラブ活動等社会活動促進事業 1,298万円

市老人クラブ連合会、及び単位老人クラブの活動に対して助成します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 1,295万円 　国県等の負担金 857万円
事務経費 3万円 　市の負担額 441万円

担当： 健康福祉部 高年・障害福祉課

県要綱に基づく助成を覗いた特定不妊治療に要した費用について、1回当り10万円を
限度として、10回を超えない範囲で通算5か年度間での助成を行います。
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健康と福祉を育てる安心のまちづくり

がん検診事業 4,849万円

がんの早期発見、早期治療により市民の健やかな生活のため健診を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 4,774万円 　国県等の負担金 279万円
事務経費 75万円 　受益者負担金 898万円

　市の負担額 3,672万円
担当： 健康福祉部 健康増進課

予防接種事業 1億615万円

伝染病等の疾病の発生及び蔓延を予防するために予防接種を実施します。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 9,789万円 　国県等の負担金 1,677万円
扶助費 50万円 　受益者負担金 910万円
事務経費 776万円 　市の負担額 8,028万円

担当： 健康福祉部 健康増進課

特定健康診査事業 2,213万円

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 2,095万円 　国県等の負担金 1,218万円
事務経費 118万円 　受益者負担金 330万円

　市の負担額 665万円
市民生活部 市民課
健康福祉部 健康増進課

医師・看護学生修学資金貸付事業 856万円

医師、看護師の養成支援と総合病院、診療所への就労者確保のために奨学金を貸与します。

【主な経費】 【財源内訳】

奨学金（医師） 580万円 　一般会計繰入金 718万円
奨学金（看護師） 276万円 　病院の負担額 138万円

担当： 総合病院

医療機器整備事業 1億9,000万円

【主な経費】 【財源内訳】

機器購入費 1億9,000万円 　地方債 1億9,000万円

担当： 総合病院

国保加入の40～74歳の人を対象に、身体測定・血圧測定・血液検査・尿検査等をが
ん検診とセット検診で実施します。

公立宍粟総合病院における血管造影装置（アンギオ）や透析機器、手術台等の機器更
新を行います。

担当：
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健康と福祉を育てる安心のまちづくり

臨床研修医受入事業（千種診療所） 26万円

【主な経費】 【財源内訳】

事務経費 26万円 　受益者負担 26万円

担当： 千種診療所

医療機器整備事業（波賀診療所） 50万円

マイクロウェーブ治療器を整備します。

【主な経費】 【財源内訳】

備品購入費 50万円 　地方債 50万円

担当： 波賀診療所

医療機器整備事業（千種診療所） 2,279万円

平成23年11月からの眼科診療科の開設に伴い、眼科診療関連機器を整備します。

【主な経費】 【財源内訳】

備品購入費 2,279万円 　国県等の負担金 788万円
　地方債 1,340万円
　病院の負担額 151万円

担当： 千種診療所

【介護・生活支援体制の充実】

外出支援サービス事業 5,057万円

外出が困難な高齢者や障がいのある人の自立と社会参加の促進のため外出支援を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 3,613万円 　地方債 1,370万円
補助金 1,388万円 　市の負担額 3,687万円
事務経費 56万円

担当： 健康福祉部 高年・障害福祉課

【「地域」で共に暮らせるまちづくり】

消費者行政活性化事業 772万円

【主な経費】 【財源内訳】

備品購入費 65万円 　国県等の負担金 560万円
補助金（消費者協会） 20万円 　市の負担額 212万円
事務経費 687万円

担当： 健康福祉部 市民相談センター

千種診療所において、神戸市立医療センター神戸中央市民病院から前期研修医（16
名）を受け入れます。

平成23年9月に発足した宍粟市消費者協会の活動支援などを通じて、安全で安心でき
る消費環境の整備を進めます。
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基幹相談支援センター設置等相談支援強化事業 277万円

【主な経費】 【財源内訳】

扶助費 264万円 　国県等の負担金 198万円
事務経費 13万円 　市の負担額 79万円

担当： 健康福祉部 高年・障害福祉課

知的障害者福祉施設（さつき園）整備事業 1億1,050万円

宍粟市立さつき園の民営化に伴う施設建設の補助等を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 1億1,029万円 　地方債 1億470万円
事務経費 21万円 　市の負担額 580万円

担当： 健康福祉部 高年・障害福祉課

【児童福祉・保育環境の充実】

児童手当 7億2,704万円

【主な経費】 【財源内訳】

扶助費 7億2,704万円 　国県等の負担金 61,459万円

　市の負担額 11,245万円

担当： 健康福祉部 社会福祉課

私立保育所事業（運営費助成事業・特別対策事業） 6億5,502万円

児童福祉の向上のため認可保育所の運営費助成と延長保育、一時保育事業補助を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

負担金・補助金 6億5,502万円 　国県等の負担金 3億2,695万円
　受益者負担金 1億4,912万円
　市の負担額 1億7,895万円

担当： 教育部 こども未来課

あずかり・学童保育事業 7,085万円

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を児童健全育成支援のためあずかります。

【主な経費】 【財源内訳】

賃金 6,552万円 　国県等の負担金 938万円
事務経費 533万円 　受益者負担金 2,431万円

　市の負担額 3,716万円

担当： 教育部 こども未来課

15歳到達後最初の3月31日までの児童（中学校修了前）を養育される方へ手当を支
給することにより、次代の社会を担う子どもの育ちを支援します。

障がい者（児）にかかる相談支援体制の強化として、基幹相談支援センターの設置や
自立支援協議会の充実、指定特定相談支援事業者に対するサービス計画作成費の給付
などを行います。
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幼保一元化推進事業 141万円

【主な経費】 【財源内訳】

委員会運営費 141万円 　市の負担額 141万円

担当： 教育部 こども未来課

【地域福祉の充実】

民生委員児童委員協議会補助事業 1,502万円

地域福祉の推進のため民生委員児童委員協議会の活動費を助成します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金（民生委員児童委員協議会） 1,502万円 　国県等の負担金 779万円
　市の負担額 723万円

担当： 健康福祉部 社会福祉課

社会福祉協議会補助事業 6,236万円

社会福祉、地域福祉活動を実践する社会福祉協議会の人件費を助成します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金（社会福祉協議会） 6,236万円 　その他特定財源 623万円
　市の負担額 5,613万円

担当： 健康福祉部 社会福祉課

福祉世帯水道料金等助成事業 2,867万円

認定された福祉世帯に係る水道料金・下水道料金の基本料金の一部を助成します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 2,867万円 　市の負担額 2,867万円

担当： 水道部 管理課

就学前の幼児教育・保育の新たな環境づくりや、めざす子ども像を示す方針「（仮
称）しそうこども指針」等を策定するため、「就学前の教育・保育を推進する委員
会」による協議を進めます。

- 25 -



ひとの生きがいや個性的な文化を育てるまちづくり

３．平成24年度主要事業一覧

3-4．ひとの生きがいや個性的な文化を育てるまちづくり

【学校教育の充実】

学校規模適正化推進事業 116万円

平成24年4月より新たに開校する「千種小学校」の校歌制作などを行います。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 94万円 　地方債 70万円
事務経費等 22万円 　市の負担額 46万円

担当： 教育部 教育総務課

城下小学校校舎耐震補強・改修事業 8万円

教育環境整備のため校舎を改修します。

【平成24年度の主な経費】 【財源内訳（総事業費）】

事務経費等 8万円 　国県等の負担金 150万円
【全体事業】 　地方債 1億5,210万円

総事業費 1億6,470万円 　市の負担額 1,110万円
（H24～H25） 担当： 教育部 教育総務課

山崎小学校校舎改築事業

教育環境整備のため校舎を改築します。

【全体事業】 【財源内訳】

総事業費 17億300万円 　国県等の負担金 2億9,000万円
（H23～H25） 　地方債 13億3,000万円

　市の負担額 8,300万円
担当： 教育部 教育総務課

生き活きプラン基本目標改定検討委員会 30万円

教育における総合計画基本構想「生き活きプラン」における基本目標の改定を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

報償費（委員） 30万円 　市の負担額 30万円

担当： 教育部 学校教育課

宍粟の良さを知り宍粟を愛する子どもの育成 1,666万円

自然学校、環境体験事業等の実施により宍粟市に愛情と愛着をもてる子どもの育成を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金（自然学校推進） 1,338万円 　国県等の負担金 487万円
補助金（ふるさとしそう探検隊） 328万円 　市の負担額 1,179万円

担当： 教育部 学校教育課
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ひとの生きがいや個性的な文化を育てるまちづくり

多様なニーズに応える学習指導の確立 3,376万円

【主な経費】 【財源内訳】

特別支援員の配置等 2,996万円 　市の負担額 3,376万円
生徒海外派遣参加事業 187万円
「確かな学力調査」等 193万円

担当： 教育部 学校教育課

読書活動推進事業 41万円

【主な経費】 【財源内訳】

事務経費等 41万円 　市の負担額 41万円

担当： 教育部 学校教育課

給食センター機能集積検証事業 22万円

一宮・波賀の学校給食センター機能集積事業について、検証委員会による検討を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

報償費（検証委員会） 18万円 　市の負担金 22万円
事務経費等 4万円

担当： 教育部 学校給食センター

【青少年の健全育成の推進】

青少年体験活動事業 271万円

【主な経費】 【財源内訳】

チャレンジ5DAYS等 149万円 　受益者負担金 66万円
異年齢交遊塾 122万円 　市の負担額 205万円

担当： 教育部 社会教育課

【生涯学習の推進】

宍粟市読書活動推進計画策定事業 47万円

【主な経費】 【財源内訳】

報償費 26万円 　市の負担額 47万円
事務経費等 21万円

担当： 教育部 社会教育課

学力向上に向けた指導方法の確立、また時代変化の中で求められる多様な教育ニーズ
に対応するための取り組みを行います。

読書に親しむことにより、心豊かな子どもの育成をめざし、学校園の図書室の蔵書整
理から読み聞かせ活動等を推進します。

青少年が心身共に健やかに成長するために、様々な体験活動や交流ができる場や機会
を提供します。

関係機関が一貫性をもった推進計画のもとで計画的に読書活動の充実を図るための計
画を策定します。
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【人権・啓発の推進】

地区生涯学習推進事業 796万円

【主な経費】 【財源内訳】

山崎生涯学習事業 316万円 　市の負担額 796万円
一宮生涯学習事業 333万円
波賀生涯学習事業 58万円
千種生涯学習事業 89万円

担当： 教育部 社会教育課

【芸術・文化活動の推進】

宍粟市児童合唱団（仮称）設立補助事業 50万円

宍粟市児童合唱団（仮称）の設立を支援します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 50万円 　市の負担額 50万円

担当： 教育部 社会教育課

しそう芸術家写真集 20万円

市内の芸術家の方々を掘り起こし、広く市民等に知っていただくために、名鑑を作成します。

【主な経費】 【財源内訳】

報償費 10万円 　市の負担額 20万円
事務経費等 10万円

担当： 教育部 社会教育課

史資料刊行事業 240万円

【主な経費】 【財源内訳】

印刷製本費 240万円 　国県等の負担金 200万円
　受益者負担金 35万円
　市の負担額 5万円

担当： 教育部 社会教育課

【スポーツ活動の推進】

社会体育施設整備事業 2,000万円

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 2,000万円 　地方債 1,900万円
　市の負担額 100万円

担当： 教育部 社会教育課

山崎スポーツセンター体育館の天井改修と、スポニックパーク一宮の温水プール設備
の更新を行います。

各地区生涯学習推進協議会で人権学習や、ふれあい交流事業などの実施を通して、市
民が人権尊重の理念について理解を深め、日常生活の中で正しい態度や行動がとれる
ような実践力の育成を図ることにより、住んで良かった、これからも住み続けたいと
思えるまちの実現をめざします。

郷土資料の整理・古文書釈読等が完了したものから、逐次「宍粟市史料集（仮称）」
として刊行し、広く市民に周知するとともに、歴史資料として保存を図ります。
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快適な生活と交流を支える活力あるまちづくり　　

３．平成24年度主要事業一覧

3-5．快適な生活と交流を支える活力あるまちづくり

【道路網の整備】

道路新設改良事業 6億2,336万円

計画的な市道の整備による快適で利便性の高い道路網整備を図ります。

【主な経費】 【財源内訳】

工事費 3億6,860万円 　国県等の負担金 788万円
委託料 4,885万円 　地方債 5億5,920万円
用地補償 2億275万円 　市の負担額 5,628万円
事務経費等 316万円

担当： 土木部 建設課

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 1,310万円

橋梁の老朽度を調査し、予防的な修繕や補修により、橋梁の耐用年数の長期化を図ります。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 1,310万円 　国県等の負担金 786万円
　市の負担額 524万円

担当： 土木部 建設課

【災害に強いまちづくり】

非常備消防費（消防団）・消防施設整備費補助 1億7,347万円

宍粟市消防団の円滑な運営と組織強化、そして計画的な消防団施設・装備を整備します。

【主な経費】 【財源内訳】

補助金・負担金 8,061万円 　特定財源 4,086万円
委託料 100万円 　地方債 3,140万円
工事費 1,200万円 　市の負担額 1億121万円
事務経費等 7,986万円

担当： まちづくり推進部 消防防災課

消防本部施設整備事業（訓練塔建設事業） 2,200万円

救急救助・火災対応訓練を実施するための訓練塔（主塔・副塔）を整備します。

【主な経費】 【財源内訳】

工事請負費 2,200万円 　地方債 2,090万円
　市の負担額 110万円

担当： 消防本部

西播磨地域消防広域化協議会事業 280万円

【主な経費】 【財源内訳】

負担金 280万円 　市の負担額 280万円

担当： 消防本部

地方道路整備事業（1路線）、合併特例事業（9路線）、辺地事業（1路線）、過疎事
業（8路線）、市単独事業（6路線）

平成25年度の西播磨地域3市2町による消防広域化に向けて「消防広域化協議会」を
設置して協議を行います。
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【住環境の整備】

緑地公園整備事業 1億6,381万円

旧神河中学校跡地を活用して、幅広い年齢層が安全に活用できる緑地広場を整備します。

【主な経費】 【財源内訳】

工事費 1億5,523万円 　国県等の負担金 6,407万円
委託料 443万円 　地方債 9,130万円
備品購入費 148万円 　市の負担額 844万円
事務経費等 267万円

担当： 土木部 都市整備課

休廃止鉱山鉱害防止事業 5,657万円

老朽化している導水管を布設替えし、水質汚濁の防止を図ります。

【主な経費】 【財源内訳】

工事費 3,713万円 　国県等の負担金 4,200万円
委託料 1,429万円 　市の負担額 1,457万円
事務経費等 515万円

担当： 波賀市民局 地域振興課

宍粟市住宅耐震改修促進事業 300万円

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 300万円 　国県等の負担金 150万円
　市の負担額 150万円

担当： 土木部 都市整備課

市営下比地団地建替事業 1億3,196万円

老朽化の著しい市営住宅「下比地団地」の建替をおこない、住環境の改善を図ります。
既存住宅戸数20戸を集約し14戸の建替を行います。

【主な経費】 【財源内訳】

工事費 1億2,932万円 　国県等の負担金 3,932万円
委託料 100万円 　市の負担額 9,264万円
事務経費等 164万円

担当： 土木部 都市整備課

一宮管内簡易水道施設整備事業 1,500万円

一宮町下三方簡易水道施設の改良工事を実施します。

【主な経費】 【財源内訳】

工事費 1,500万円 　地方債 1,500万円

担当： 水道部 上下水道課

兵庫県の「わが家の耐震改修促進事業」の工事費補助申請者のうち、戸建住宅改修の
申請者で一定の要件を満たす方に対して、耐震改修工事費支援として、一部経費の補
助を行います。
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下水道事業（公共下水道、コミュニティプラント、農業集落排水等） 6億2,091万円

【主な経費】 【財源内訳】

コミプラ 　国県等の負担金 611万円
下水道管理事業 2億7,337万円 　受益者負担金等
公共下水道事業 790万円 　地方債 2,070万円
特環公共下水道事業 1,813万円 　市の負担額 5,104万円
農業集落排水・小規模排水1億6,192万円

担当： 水道部 管理課・上下水道課

水道事業（浄水・配水施設維持管理事業、配水管敷設事業） 1億9,888万円

【主な経費】 【財源内訳】

工事費 7,800万円 　特定財源 622万円
委託料 5,457万円 　地方債 4,200万円
事務経費等 6,631万円 　受益者負担等 1億5,066万円

担当： 水道部 管理課・上下水道課

上水道水源確保事業 1億5,820万円

老朽の著しい山崎上水道施設の取水場の複数化による水の安定供給を図ります。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 1億1820万円 　地方債 1億1,070万円
補償費 4,000万円 　受益者負担等 4,750万円

担当： 水道部 上下水道課

【有効な土地利用】

統合型地理情報システム整備事業 450万円

全市を対象とした統合型地理情報システムを構築します。

【主な経費】 【財源内訳】

委託料 450万円 　地方債 420万円
　市の負担額 30万円

担当： 企画総務部 契約管理課

地籍調査事業 1億505万円

平成24年度は、波賀町音水・日ノ原3.56k㎡、波賀町原①2.86k㎡を実施します。
【主な経費】 【財源内訳】

委託料 9,782万円 　国県等の負担金 7,699万円
事務経費等 723万円 　市の負担額 2,806万円

担当： 波賀市民局 地域振興課

土地の所有者・地番・地目・面積・境界を明確にして、境界トラブルの未然防止、公共事業等の円
滑化、災害復旧の迅速化、課税への適正化を図ります。

下水道施設の適正な維持管理に努め、公共水域の水質保全を図ります。
（人件費、公債費は除く）

山崎上水道施設を効率的かつ安全に運転するとともに、各施設を適正に維持管理することにより、
水質基準に適合した安全で安心な水道水を供給します。

1億5,959万円
5億4,306万円
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住民・行政の参画と協働による自主創造のまちづくり

３．平成24年度主要事業一覧

3-6．住民・行政の参画と協働による自主創造のまちづくり

【地域自治、コミュニティ形成の推進】

自治会等交付金・地域づくり活動促進事業 5,285万円

地域住民との連絡と協調により、自主的な地域づくり活動を支援します。

【主な経費】 【財源内訳】

各自治会助成 4,923万円 　市の負担額 5,285万円
各地区自治会助成 202万円
市連合自治会助成 160万円

担当： まちづくり推進部 まちづくり推進課

しそう元気げんき大作戦事業 2,650万円

各町まちづくり協議会策定の「まちづくり計画」に基づいた特色ある地域づくりを推進します。

【主な経費】 【財源内訳】

元気げんき大作戦事業補助金 2,350万円 　特定財源 2,396万円
事務経費等 300万円 　市の負担額 254万円

担当： まちづくり推進部 まちづくり推進課

女性参画協働活動事業 300万円

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 300万円 　特定財源 300万円

担当： まちづくり推進部 まちづくり推進課

地域活性化等資金融資事業 4,556万円

【主な経費】 【財源内訳】

利子補給金 56万円 　特定財源 4,500万円
預託金 4,500万円 　市の負担額 56万円

担当： まちづくり推進部 まちづくり推進課

定住促進支援事業 525万円

空き家の活用と定住奨励施策を通じてのUIJターン者の定住化を促進します。

【主な経費】 【財源内訳】

定住促進奨励費 75万円 　国県等の負担金 150万円
空き家改修工事費 330万円 　市の負担額 375万円
新ホームページ整備等 120万円

担当： まちづくり推進部 まちづくり推進課

自主的・主体的に地域の課題を解決するために創意工夫して行う女性団体によるまち
づくり活動を支援します。

市長が承認する地域のまちづくりに資する事業について、貸付限度額3千万円・償還年限10年の融
資制度の利用団体について、償還に係る利子補給を行います。
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住民・行政の参画と協働による自主創造のまちづくり

ふるさとづくり事業（福知渓谷復興事業：だいだい岩は残った） 356万円

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 356万円 　国県等の負担金 200万円
　市の負担額 156万円

担当： 一宮市民局 まちづくり推進課

【多様な地域間交流の推進】

宍粟市知名度アップCM大作戦事業 100万円

【主な経費】 【財源内訳】

報償費 43万円 　市の負担額 100万円
委託料 30万円
事務経費等 27万円

担当： まちづくり推進部 まちづくり推進課

【国際交流の推進】

若者の海外研修等支援事業 311万円

【主な経費】 【財源内訳】

補助金 300万円 　特定財源 311万円
事務経費等 11万円

担当： まちづくり推進部 まちづくり推進課

【効果的・効率的な行財政運営の推進】

千種市民局庁舎改修工事 1,000万円

【主な経費】 【財源内訳】

工事費 1,000万円 　市の負担額 1,000万円

担当： 千種市民局 まちづくり推進課

滞納徴収の取組み 1,255万円

宍粟市の財源確保のため、税の収納率の向上を図ります。

【主な経費】 【財源内訳】

賃金等 1,128万円 　市の負担額 1,255万円
事務経費等 127万円

担当： 市民生活部　税務課

議会だよりの発行 127万円

「議会だより」を通じて、議会活動内容を市民に周知します。

【主な経費】 【財源内訳】

印刷費 127万円 　市の負担額 127万円

担当： 議会事務局

平成21年台風9号災害で大きな被害を受けた福知渓谷において、早期復興に取り組ま
れている地元自治会を支援します。

自らの創意によって海外で国際的視野や広い識見、技能を身に付け、習得した技能を活かした地域
の振興と住民の福祉向上を目的に、市内の若者が行う海外研修を支援します。

市民等が自ら制作したCM（動画）を市内外に発信し、新たな「宍粟市」を見つけるとともに、知
名度の向上を図ります。

老朽化した市民局庁舎を改修・補修し、来庁者等の環境改善や節電対策を行います。
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３．平成24年度主要事業一覧

3-7．国・県の関係事業

国土交通省（姫路河川国道事務所）関係事業

【国道関係】
国道29号防災対策　波賀町日ノ原～波賀町戸倉　調査設計　

【揖保川関係】
揖保川河川改修　一宮町曲里地区　築堤・河川掘削・井堰改築
揖保川河川改修　山崎町今宿地区　築堤・護岸整備

兵庫県（龍野土木事務所）関係事業

【道路関係】
宍粟下徳久線道路改良　山崎町青木地区ほか
田井中広瀬線道路改良　山崎町河東地区

【河川・砂防関係】

兵庫県（光都農林水産振興事務所）関係事業

【土地改良事業】
ほ場整備
　農地環境整備事業　　　　波賀町安賀地区
　経営体育成基盤整備事業　山崎町宇原地区
農道整備
　基幹農道整備事業　　　　山崎町蔦沢菅野地区

   平成24年2月時点で予定されている事業を記載している。

   平成24年2月時点で予定されている事業を記載している。

   平成24年３月末時点で予定されている事業を記載している。
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４．宍粟市の財政状況等４．宍粟市の財政状況等４．宍粟市の財政状況等４．宍粟市の財政状況等

４－１　人件費について４－１　人件費について４－１　人件費について４－１　人件費について

　　　　人件費　　　　～一般職の人件費41億6,971万円　（一般会計：平成24年度予算）　　　　人件費　　　　～一般職の人件費41億6,971万円　（一般会計：平成24年度予算）　　　　人件費　　　　～一般職の人件費41億6,971万円　（一般会計：平成24年度予算）　　　　人件費　　　　～一般職の人件費41億6,971万円　（一般会計：平成24年度予算）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年度予算：43億1,509万円）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年度予算：43億1,509万円）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年度予算：43億1,509万円）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年度予算：43億1,509万円）～

　市長、副市長、教育長、議員及び職員の人件費です。人件費については、職員数の削減により
前年度と比較すると1億4,538万円減少する見込みです。

◎新規採用職員の初任給（一般職）（平成24年4月現在）

◎職員1人あたりの平均給与月額（一般会計：一般職分）（平成24年1月現在）
　　 職員の平均年齢 43歳4ケ月

平均給料月額 33万1,060円
平均給与月額 （※） 40万2,347円

※給与とは、給料に扶養手当、時間外勤務手当などの手当を加えて算出したものです。

◎特別職等給料
主な特別職の給料・報酬は、次のとおりです。

◎ これまでの人件費と職員数の状況

① 人件費の推移（決算統計資料より）
平成22年度の人件費総額は42億3,612万円であり、前年度比3,927万円減となり

ました。職員給与は28億7,073万円であり、前年度比1億127万円の減となっています。

副市長 71万2,000円 副議長 37万円

教育長 63万8,000円

高校 大学14万4,500円 17万2,200円

市　長 88万円 議　長 44万8,000円

議　員 34万6,000円
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② 職員数の推移（平成24年4月1日現在、消防職員及び公営企業等を含む）

平成24年4月1日現在の職員数は727人であり、前年度比13人減となりました。これは、
職員数も含めた財政適正化を推進するため、新規採用者を退職者数の概ね１/３に抑制し
ていることによります。
　 平成１７年度当初職員数861人と比べ134人の削減となっております。

年度別職員数の推移
(単位：人）

765 760 740 727
年度 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２２ Ｈ２３

職員数 861 858 821 788
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２４
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４－２　　平成２２年度決算における財政状況４－２　　平成２２年度決算における財政状況４－２　　平成２２年度決算における財政状況４－２　　平成２２年度決算における財政状況

　平成２２年度決算における財政状況を県内の他市（２８市）と比較してみます。

財政力指数　　　０．３９（前年度　０．４０）財政力指数　　　０．３９（前年度　０．４０）財政力指数　　　０．３９（前年度　０．４０）財政力指数　　　０．３９（前年度　０．４０）
　財政力指数とは、基本的な財政運営を行うための経費の財源として、市税などの独自の収入で
どれだけ賄えているかを示すものです。
　この財政力指数が「１」以上の場合は、自主的な収入のみで市の財政運営ができることを表し、
「１」未満の場合は、自主的な収入が不足しているため普通交付税で足りない部分を補うことになり
ます。
　宍粟市の場合は「０．３９」で、大きな産業がないことなどから税収も少なく、財源不足を普通交付
税に依存しなければなりません。

経常収支比率　　　９３．２（前年度９５．５）経常収支比率　　　９３．２（前年度９５．５）経常収支比率　　　９３．２（前年度９５．５）経常収支比率　　　９３．２（前年度９５．５）
　経常収支比率とは、市税や普通交付税などの毎年決まって入ってくる使い道を限定しない収入に
対し、毎年決まって必要な経常経費の占める割合を示すものです。
　この数値が低いほど、臨時的な経費に使えるお金が増えるため財政の自由度が大きくなります。
　宍粟市の場合は「９３．２％」で、合併後人件費の削減などを行っていますが、依然として高い比率
であるため、今後も一層の経常経費の削減を図る必要があります。
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実質公債費比率　　　２０．０（前年度１９．６）実質公債費比率　　　２０．０（前年度１９．６）実質公債費比率　　　２０．０（前年度１９．６）実質公債費比率　　　２０．０（前年度１９．６）
　実質公債費比率とは、その団体の標準的な財政規模に占める公債費などの割合を示すものです。
　公債費などには、一般会計における元利償還金のほか、公営企業などの元利償還金に対する
繰出金や一部事務組合などの元利償還金に対する負担金なども含みます。
　この比率が18.0％を超えると起債を発行する際に県の許可が必要になります。
　なお、比率の算定の際には、普通交付税において算入される額はそれぞれ除かれます。
　宍粟市の場合、起債の償還がピークにあるため比率は「２０．０」となりましたが、今後はこれを
ピークに改善していく見込みです。

将来負担比率　　　１９２．９（前年度２０３．７）将来負担比率　　　１９２．９（前年度２０３．７）将来負担比率　　　１９２．９（前年度２０３．７）将来負担比率　　　１９２．９（前年度２０３．７）
　将来負担比率とは、その団体の標準的な財政規模に占める起債の残高などの割合を示すものです。
　実質公債費比率が、その年度に支払った公債費の割合をみる指標であるのに対し、将来負担比率
は起債の残高の割合をみる指標です。
　宍粟市の場合は「１９２．９」と県内の他市と比較しても高いため、起債残高の抑制により改善を図る
必要があります。

20.0

0

5

10

15

20

25

伊
丹
市

明
石
市

加
古
川
市

高
砂
市

宝
塚
市

姫
路
市

西
宮
市

川
西
市

尼
崎
市

赤
穂
市

神
戸
市

三
木
市

小
野
市

西
脇
市

相
生
市

三
田
市

丹
波
市

た
つ
の
市

芦
屋
市

洲
本
市

加
東
市

朝
来
市

南
あ
わ
じ
市

加
西
市

養
父
市

豊
岡
市

宍
粟
市

篠
山
市

淡
路
市

実質公債費比率（％）実質公債費比率（％）実質公債費比率（％）実質公債費比率（％）

192.9

0

50

100

150

200

250

300

小
野
市

三
田
市

加
東
市

三
木
市

加
古
川
市

伊
丹
市

西
宮
市

宝
塚
市

た
つ
の
市

明
石
市

姫
路
市

丹
波
市

高
砂
市

西
脇
市

朝
来
市

加
西
市

養
父
市

洲
本
市

川
西
市

相
生
市

豊
岡
市

神
戸
市

赤
穂
市

芦
屋
市

尼
崎
市

南
あ
わ
じ
市

宍
粟
市

淡
路
市

篠
山
市

将来負担比率（％）将来負担比率（％）将来負担比率（％）将来負担比率（％）

- 38 -



★市民１人あたりの基金（貯金）残高と起債（借金）残高★市民１人あたりの基金（貯金）残高と起債（借金）残高★市民１人あたりの基金（貯金）残高と起債（借金）残高★市民１人あたりの基金（貯金）残高と起債（借金）残高

・基金残高は　135,660円/人（前年度　114,695円/人）
・起債残高は 792,800円/人（前年度　781,117円/人）
※基金残高、起債残高は普通会計ベース

　基金は、災害など急激な財政需要や収入減に備えたり、ある特定の目的のために積み立てたり
しておく貯金です。
　財政調整基金や地域振興基金の積立てにより前年度より増加しました。
　起債は、建設事業など実施する場合、一度に多額の資金が必要になることや、現世代だけでなく
将来の世代も恩恵を受けることから、経費は平等に負担すべきと観点から事業の財源として借り入
れる借金のことです。
　臨時財政対策債の発行などで前年度より増加しましたが、増加した起債は元利償還金が交付税に
算入される割合が多い有利な起債であり、実質税等で負担すべき額は減少傾向にあります。
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４－３　滞納状況について４－３　滞納状況について４－３　滞納状況について４－３　滞納状況について

税や主な料金の税や主な料金の税や主な料金の税や主な料金の
滞納額の推移滞納額の推移滞納額の推移滞納額の推移

0 1 2 3 4 5 6

H18
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0 1 2 3

H18

H19

H20

H21

H22

国民健康保険税

0 500 1,000 1,500 2,000

H18

H19

H20

H21

H22

介護保険料

0 1,000 2,000 3,000 4,000

H18

H19

H20

H21

H22

水道料金
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下水道料金

市税

5億6,633万円

国民健康保険税

3億4,818万円

介護保険料

2,106万円

水道料金

4,136万円

下水道料金

5,427万円

その他

1億8,368万

円

滞納状況の内訳滞納状況の内訳滞納状況の内訳滞納状況の内訳
（平成（平成（平成（平成22222222年度決算）年度決算）年度決算）年度決算）

4億2,091万円

4億5,151万円

4億8,379万円

5億1,386万円

5億6,633万円

2億6,655万円

2億6,883万円

2億9,318万円

3億2,230万円

3億4,818万円

1,115万円
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4,987万円
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4,957万円

5,427万円
2,601万円

2,943万円

2,988万円

3,330万円

4,136万円

・滞納額合計

12億1,488万円
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資料１．一般会計と特別会計、企業会計の違い資料１．一般会計と特別会計、企業会計の違い資料１．一般会計と特別会計、企業会計の違い資料１．一般会計と特別会計、企業会計の違い

１－１．一般会計とは１－１．一般会計とは１－１．一般会計とは１－１．一般会計とは

　宍粟市が全国のどの団体でも実施している標準的な財政運営を行うための会計で、特定の
収入で特定の事業を実施する「特別会計」や「企業会計」以外の事業を行うための会計です。

１－２．特別会計とは１－２．特別会計とは１－２．特別会計とは１－２．特別会計とは

　ある特定の収入を特定の事業に対しての使用するため、他と区分して経理を行う会計です。
　宍粟市には、次のように７の特別会計があります。

・国民健康保険事業特別会計・国民健康保険事業特別会計・国民健康保険事業特別会計・国民健康保険事業特別会計
　国民健康保険の加入者からの保険税や国県補助金などを財源として、加入者の医療費などを
支払う会計です。

・国保診療所事業特別会計・国保診療所事業特別会計・国保診療所事業特別会計・国保診療所事業特別会計
　波賀診療所と千種診療所の２診療所の運営を行う会計です。

・鷹巣診療所特別会計・鷹巣診療所特別会計・鷹巣診療所特別会計・鷹巣診療所特別会計
　鷹巣診療所の運営を行う会計です。国保診療所とは分けて運営をします。

・後期高齢者医療事業特別会計・後期高齢者医療事業特別会計・後期高齢者医療事業特別会計・後期高齢者医療事業特別会計
　高齢者の医療を明確にするために設立された後期高齢者医療制度を運営する会計です。
　市は保険料の徴収や窓口業務を行い、保険料の賦課や保険給付は広域連合が行います。

・介護保険事業特別会計・介護保険事業特別会計・介護保険事業特別会計・介護保険事業特別会計
　介護保険制度の運営を行う会計です。保険料の賦課徴収や給付費の支給を行います。

・簡易水道事業特別会計・簡易水道事業特別会計・簡易水道事業特別会計・簡易水道事業特別会計
　市内の簡易水道事業の運営を行う会計です。水道料金の賦課徴収や施設の管理運営を
行います。

・下水道事業特別会計・下水道事業特別会計・下水道事業特別会計・下水道事業特別会計
　流域下水道や公共下水道、特定環境保全公共下水道事業の運営を行う会計です。下水道
料金の賦課徴収や施設の管理運営を行います。

・農業集落排水事業特別会計・農業集落排水事業特別会計・農業集落排水事業特別会計・農業集落排水事業特別会計
　農業集落排水事業の運営を行う会計です。下水道料金の賦課徴収や施設の管理運営を行
います。

１－３．企業会計とは１－３．企業会計とは１－３．企業会計とは１－３．企業会計とは

　企業会計とは民間企業に準じた経理を行う会計です。

・水道事業特別会計・水道事業特別会計・水道事業特別会計・水道事業特別会計
　市内の水道事業（旧山崎町域の大部分）の運営を行う会計です。水道料金の賦課徴収や施設
の管理運営を行います。

・病院事業特別会計・病院事業特別会計・病院事業特別会計・病院事業特別会計
　公立宍粟総合病院の運営を行う会計です。

・農業共済事業特別会計・農業共済事業特別会計・農業共済事業特別会計・農業共済事業特別会計
　市内の農業共済事業を行う会計です。農家からの共済掛金などにより事故や災害時に共済金
の支払いを行います。
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消
防
本
部

総務課 総合病院総合病院総合病院総合病院

予防課 診療部

公平委員会 職員不利益処分申立ての審査

固定資産税評価審査委員会 固定資産税評価不服申出に対する審査

学校給食センターの運営

会計課
公金の収納、支出審査、支払、基金管
理

総務課

医事課

議
会

議会事務局
議会の本会議、委員会、議会だより、
議員報告会

消防課 薬剤部

監査委員 各種監査の実施

学校給食センター

自治会、まちづくり協議会、戸籍、住民
票、国保・年金、消防・防災、地域観光

道路・橋梁の維持補修、農林業、商工、
観光施設、上下水道

戸籍、住民票、印鑑証明、国保

自治会、まちづくり協議会、戸籍、住民
票、国保・年金、消防・防災、地域観光

道路・橋梁の維持補修、農林業、商工、
観光施設、上下水道、地籍調査

自治会、まちづくり協議会、戸籍、住民
票、国保・年金、消防・防災、地域観光

道路・橋梁の維持補修、農林業、商工、
観光施設、上下水道

こども未来課
保育所・幼稚園、幼保一元化、預か
り・学童保育

千
種
市
民
局

教
育
委
員
会

一
宮
市
民
局

まちづくり推進課

地域振興課

三方町出張所

波
賀
市
民
局

まちづくり推進課

救急救助課 看護部

一宮分署 事務部

まちづくり推進課

地域振興課

医療安全管理対策室

地域連携室

学校教育課
教職員人事、教職員研修、学校訪問、
小中学校

教育総務課
教育委員会、学校規模適正化、学校施
設建設・維持補修

社会教育課
生涯学習センター、人権教育・啓発、
スポーツ振興、文化財、図書館

企
画
総
務
部

市
民
生
活
部

健
康
福
祉
部

産
業
部

企画調整、総合計画、予算、地方交付
税、地方債、行政改革、滞納対策

消防防災課 危機管理、消防・防犯

森づくり課

秘書広報課
秘書、広報・広聴、しーたん通信、
しそうチャンネル

企画財政課

上下水道施設の維持管理、水質検査、
消火栓

都市整備課 建築確認申請、市営住宅、屋外広告物

農業委員会

水
道
部

管理課
上下水道料金の徴収、メーター検針、
開閉栓

土
木
部

上下水道課

道路・橋梁の維持補修、用地買収建設課

農業振興課

農地の権利移動・転用

波賀診療所 診療所の運営

林業振興、宍粟材利用促進、林道整備

商工業振興、雇用対策、特産品開発、
中小企業支援推進

千種診療所 診療所の運営

千種保健福祉課
母子保健、予防接種、保健事業、
介護保険、障害者福祉

波賀保健福祉課
母子保健、予防接種、保健事業、
介護保険、障害者福祉

農業振興、土地改良事業、
地域の夢推進事業、農業共済

一宮保健福祉課
母子保健、予防接種、保健事業、
介護保険、障害者福祉

戸籍、住民票、印鑑証明、
国保・年金、後期福祉医療

社会福祉課

健康増進課

生活衛生課

総務課 条例の制定、人事・給与、情報公開

参画・協働、男女共同参画、自治会、
まちづくり協議会、公共交通

税務課

保健事業、健（検）診、母子保健、
予防接種

資料２

≪本庁≫〒671-2593　宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６　    ＴＥＬ　0790-63-3000（代）　   Ｅ-メール　info@city.shiso.lg.jp

平成24年度宍粟市役所組織図

商工労政課

選挙管理委員会 各選挙の管理執行事務

市民相談センター
総合市民相談、人権施策の推進、
消費者行政、消費生活センター

ま
ち
づ
く
り
推
進
部

市税、国保税、収納対策

ごみ分別収集、一般廃棄物、公害、
し尿収集処理、火葬

まちづくり推進課

地域振興課契約管理課
公有財産、工事検査、入札・契約、
地域情報化

波賀出張所

千種出張所

環境観光課
環境政策、森のゼロエミッション、
新エネルギー、観光振興、観光協会

生活保護、児童手当、少子化対策、
民生児童委員

高年・障害福祉課 高齢者福祉、障害者福祉、介護保険

市民課
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資料3.　補助金等事業一覧資料3.　補助金等事業一覧資料3.　補助金等事業一覧資料3.　補助金等事業一覧
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まちづくりに関する補助金まちづくりに関する補助金まちづくりに関する補助金まちづくりに関する補助金

： 一定の条件を満たす女性団体

： 平成24年6月に一斉募集します。

： 特にありません。

： まちづくり推進部　まちづくり推進課

： 自治会、各種団体、サークル等

： 審査会の2週間前まで。各町のまちづくり協議会で内容の説明をお願いします。

： 審査会の開催時期・回数は決定していません。

： まちづくり推進部　まちづくり推進課

： 自治会、集落営農組織、土地改良区、その他自治会と一体となって

地域づくりを行う団体

： 随時受け付けています。

： 融資事務手続きにつきましては、西兵庫信用金庫、淡陽信用組合

及びJAハリマ農業協同組合でお願いします。

： まちづくり推進部　まちづくり推進課

この点にご注意を

お問い合わせ先

地域力の向上・強化の取り組み、魅力あるまちづくりの推進を目的に公共的、公益的な事業の取り組みで必
要な資金融資に係る利子分を補助します。

◆ 助成率または助成金額

融資利率から1%を除いた率の分についての補助になります。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

地域活性化等資金利子補給金地域活性化等資金利子補給金地域活性化等資金利子補給金地域活性化等資金利子補給金

◆ こんなときに利用できます

◆ こんなときに利用できます

地域資源及び地域の個性を生かした自主的・主体的なまちづくり活動を支援します。詳しくはお問い合わせ
ください。

◆ 助成率または助成金額

①市全体、合併前の町、地区、校区等広域にわたるまちづくり活動で、まちづくり協議会が認めた経費の実
支出額の10/10以内（備品購入費は1/2以内）で補助します。
②上記①以外の活動は、上限を100万円として、まちづくり協議会が認めた経費の実支出額の10/10以内
（備品購入費は1/2以内）で補助します。（3ヵ年　補助金総額150万円）

上限は20万円で、補助対象経費の10分の10以内（備品購入費については2分の1以内）で市長が認めた額
になります。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

しそう元気げんき大作戦事業補助金しそう元気げんき大作戦事業補助金しそう元気げんき大作戦事業補助金しそう元気げんき大作戦事業補助金

※各補助金の詳しい内容につきましては、担当まで
　お問い合わせくださいますようお願いします。

女性によるまちづくり活動支援補助金【新制度】女性によるまちづくり活動支援補助金【新制度】女性によるまちづくり活動支援補助金【新制度】女性によるまちづくり活動支援補助金【新制度】

◆ こんなときに利用できます

女性団体が自主的・主体的に地域の課題を解決するために創意工夫して行われるまちづくり活動を支援しま
す。詳しくはお問い合わせください。

◆ 助成率または助成金額
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： 市内の自治会、コミュニティ団体、自主防災組織等

： 次年度の募集に向け、5月から6月頃に市で事前募集を行います。

： 特にありません。

： まちづくり推進部　まちづくり推進課

： 自治会

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： まちづくり推進部　まちづくり推進課

： 義務教育課程を修了した者

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： まちづくり推進部　まちづくり推進課

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

海外への研修等の渡航費用、研修に要する費用等の一部が対象になります（審査会において決定します）。

◆ 助成率または助成金額

1人あたり100万円を上限として補助します（審査会が上限内で支援額等について、市長に提言します）。

新築…自治会の1世帯当たりに35,000円を乗じて得た額か認定事業費の3分の1以内のいずれか低い金額で
補助します。ただし、補助金の額が175万円に満たないときは、175万円とします。
増築、改築、改修…自治会の1世帯当たり15,000円を乗じて得た額か認定事業費の3分の1以内のいずれか
低い金額で補助します。
取得…自治会1世帯当たり20,000円を乗じて得た額か認定事業費の3分の1以内のいずれか低い金額で補助
します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

若者の海外研修等支援事業補助金若者の海外研修等支援事業補助金若者の海外研修等支援事業補助金若者の海外研修等支援事業補助金

お問い合わせ先

自治集会所整備事業補助金自治集会所整備事業補助金自治集会所整備事業補助金自治集会所整備事業補助金

◆ こんなときに利用できます

自治会集会所（公民館等）の新築、改修、増築、修繕、取得に関する費用が対象になります。（用地費は除
く）

◆ 助成率または助成金額

◆ 助成率または助成金額

事業により補助内容が異なりますので、詳しい内容はお問い合わせください。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

コミュニティ助成（宝くじ普及）事業補助金コミュニティ助成（宝くじ普及）事業補助金コミュニティ助成（宝くじ普及）事業補助金コミュニティ助成（宝くじ普及）事業補助金

◆ こんなときに利用できます

一般コミュニティ助成事業、地域の芸術環境づくり助成事業、地域防災組織育成助成事業、コミュニティセ
ンター助成事業、青少年健全育成助成事業、活力ある地域づくり助成事業が対象になります。詳しくはお問
い合わせください。
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環境に関する補助金環境に関する補助金環境に関する補助金環境に関する補助金

： 市内に住所又は事業所を有する方

： 平成24年度は4月16日から受付を開始します。

： 年度の予算の範囲内での補助になります。また、平成26年度で終了予定です。

： まちづくり推進部　環境観光課

： 市内に住所又は事業所を有する方

： 平成24年度は4月16日から受付を開始します。

： 年度の予算の範囲内での補助になります。また、平成26年度で終了予定です。

： まちづくり推進部　環境観光課

： 市内に住所又は事業所を有する方

： 平成24年度は4月16日から受付を開始します。

： 年度の予算の範囲内での補助になります。また、平成26年度で終了予定です。

： まちづくり推進部　環境観光課

： 市内に住所又は事業所を有する方

： 平成24年度は4月16日から受付を開始します。

： 年度の予算の範囲内での補助になります。また、平成26年度で終了予定です。

： まちづくり推進部　環境観光課お問い合わせ先

◆ 助成率または助成金額

上限を50万円として、対象経費の実支出額のうち3分の1以内で補助します。ただし、国県からの補助金が
ある場合は、その補助金額を差し引いた額の3分の1以内とします。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

この点にご注意を

お問い合わせ先

木質バイオマスボイラー補助金木質バイオマスボイラー補助金木質バイオマスボイラー補助金木質バイオマスボイラー補助金

◆ こんなときに利用できます

木質バイオマスボイラーの機器購入・設置

薪ストーブ（購入価格が15,000円以上のもの）、木質ペレットストーブの機器導入・設置

◆ 助成率または助成金額

上限を15万円として、対象経費の実支出額の3分の1を補助します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

薪ストーブ・ペレットストーブ補助金薪ストーブ・ペレットストーブ補助金薪ストーブ・ペレットストーブ補助金薪ストーブ・ペレットストーブ補助金

◆ こんなときに利用できます

◆ こんなときに利用できます

小水力発電システムの機器購入・設置

◆ 助成率または助成金額

上限を100万円として、対象経費の実支出額のうち2分の1以内で補助します。ただし、国県からの補助金
がある場合は、その補助金額を差し引いた額の2分の1以内とします。

太陽電池の1kw当たり5万円を乗じた額で20万円を上限に補助します。ただし、市外の施工業者により購
入及び設置された場合は、上限12万円、出力1kwあたり3万円とします。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

小水力発電システム補助金小水力発電システム補助金小水力発電システム補助金小水力発電システム補助金

※各補助金の詳しい内容につきましては、担当まで
　お問い合わせくださいますようお願いします。

太陽光発電システム補助金太陽光発電システム補助金太陽光発電システム補助金太陽光発電システム補助金

◆ こんなときに利用できます

太陽光発電システムの機器購入・設置

◆ 助成率または助成金額
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：

： 平成24年度は4月16日から受付を開始します。

： 年度の予算の範囲内での補助になります。また、平成26年度で終了予定です。

： まちづくり推進部　環境観光課

： 地区自治会及び小学校区を構成団体とする団体

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： まちづくり推進部　環境観光課

： 自治会、子ども会、ＰＴＡ等の団体

： 随時受け付けています。

必要な書類（回収業者が発行した計量証明書、写真（回収状況、積載状況））

： 事前にリサイクル資源集団回収団体登録が必要です。

： 市民生活部　生活衛生課

： 家庭用に生ごみ処理機を購入した世帯

： 随時受け付けています。必要な書類（領収書、納品書、保証書）

： 平成24年度で終了予定です。

： 市民生活部　生活衛生課お問い合わせ先

◆ 助成率または助成金額

上限を20,000円とし、補助対象経費の実支出額の1/2以内になります（100円未満の端数は切捨てま
す）。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

この点にご注意を

お問い合わせ先

生ごみ減量化促進事業補助金生ごみ減量化促進事業補助金生ごみ減量化促進事業補助金生ごみ減量化促進事業補助金

◆ こんなときに利用できます

単価5,000円以上の生ごみ処理機の購入に補助します（1世帯1基が限度で再度の助成は受けられませ
ん）。

資源ごみの回収を集団で自ら実施する団体に対して補助します。ただし、資源ごみの回収を専ら業とするも
のは除きます。

◆ 助成率または助成金額

回収した資源ごみの量に各単価を乗じて算出した額になります。
・新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、ペットボトル、布類…1kgにつき各10円
・びん、アルミ缶、スチール缶…1kgにつき各5円
（ただし、100円未満の端数は切捨てになります）

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

リサイクル資源集団回収事業補助金リサイクル資源集団回収事業補助金リサイクル資源集団回収事業補助金リサイクル資源集団回収事業補助金

◆ こんなときに利用できます

◆ こんなときに利用できます

自治会、PTA、学校等の連携により、5年間継続して植樹を行い、個性的な森づくりを行うための経費（苗
木代、支柱、肥料、鹿柵材料費等）が対象になります。

◆ 助成率または助成金額

5年間のうち1年目60万円、2年目以降10万円で、総額100万円以内で補助します。

上限を700万円として、対象経費の実支出額のうち2分の1以内で補助します。ただし、国県からの補助金
がある場合は、その補助金額を差し引いた額の2分の1以内とします。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

ふるさとの森づくり事業補助金ふるさとの森づくり事業補助金ふるさとの森づくり事業補助金ふるさとの森づくり事業補助金

市内に住所又は事業所を有し、バイオマス燃料製造設備（事業用）を設置しよう
とされる方

製造設備導入事業補助金製造設備導入事業補助金製造設備導入事業補助金製造設備導入事業補助金

◆ こんなときに利用できます

木質ペレット製造設備、チップ製造設備、薪割機、オガライト製造設備、炭化炉築造設備、BDF製造設備の
導入

◆ 助成率または助成金額
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情報通信に関する補助金情報通信に関する補助金情報通信に関する補助金情報通信に関する補助金

： 生活保護世帯・その他市長が特に必要と認めた世帯

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 企画総務部　契約管理課

： 市内に事業所等を有する個人又は法人

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 企画総務部　契約管理課

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

事業所等での光ケーブルを引込工事（クロージャーから光変換器まで）に要する費用で51,000円以上の場
合に対象となります。

◆ 助成率または助成金額

上記の経費から事業所負担算出額を差し引いた額を補助します。

10,500円を上限として、上記の経費の10割を補助します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

事業所等光ケーブル引込工事補助金事業所等光ケーブル引込工事補助金事業所等光ケーブル引込工事補助金事業所等光ケーブル引込工事補助金

※各補助金の詳しい内容につきましては、担当まで
　お問い合わせくださいますようお願いします。

音声お知らせ装置設置宅内工事補助金音声お知らせ装置設置宅内工事補助金音声お知らせ装置設置宅内工事補助金音声お知らせ装置設置宅内工事補助金

◆ こんなときに利用できます

下記の該当世帯がしーたん通信を利用するために音声お知らせ装置を宅内に設置することに要する費用が対
象になります。

◆ 助成率または助成金額
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防犯・防災に関する補助金防犯・防災に関する補助金防犯・防災に関する補助金防犯・防災に関する補助金

： 自主防災組織

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： まちづくり推進部　消防防災課

： 自主防災組織

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： まちづくり推進部　消防防災課

： 自治会

： 随時受け付けています。

： 市長が特に必要と認めた場合を除き、1自治会1会計年度につき2灯以内です。

： まちづくり推進部　消防防災課

： 地区住民（自治会単位）

： 予算措置が必要なため、原則購入しようとする前の年度に申込んでください。

： 除雪機の維持管理は、すべて自治会で行ってください。

： 土木部　建設課お問い合わせ先

◆ 助成率または助成金額

上限150万円で実支出額の80％以内で上記の購入費の一部を補助します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

この点にご注意を

お問い合わせ先

簡易除雪機整備事業補助金簡易除雪機整備事業補助金簡易除雪機整備事業補助金簡易除雪機整備事業補助金

◆ こんなときに利用できます

自治会が市道や生活道路を除雪するための小型ロータリー除雪機の購入費用が対象になります。

自治会が実施する防犯灯設置事業で市長が認めた事業の経費が対象になります。

◆ 助成率または助成金額

上記の経費の2分の1以内（上限は、1灯につき1万円、LEDの場合は1灯につき1万５千円）です。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

防犯灯設置事業補助金防犯灯設置事業補助金防犯灯設置事業補助金防犯灯設置事業補助金

◆ こんなときに利用できます

◆ こんなときに利用できます

自主防災組織が地域防災力の向上を図るために防災資機材を購入するための経費

◆ 助成率または助成金額

上限を20万円とし、上記の補助対象経費（４万円以上）の実支出額の5分の4以内で市長が必要と認めた額。
（平成24年度限り）
ただし、初期消火用資機材については、上限30万円で、実支出額の2分の1以内の額になります。

上限を３万円とし、上記の補助対象経費の実支出額の2分の1以内で市長が必要と認めた額になります。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

自主防災組織緊急育成支援事業補助金自主防災組織緊急育成支援事業補助金自主防災組織緊急育成支援事業補助金自主防災組織緊急育成支援事業補助金

※各補助金の詳しい内容につきましては、担当まで
　お問い合わせくださいますようお願いします。

自主防災活動促進事業補助金自主防災活動促進事業補助金自主防災活動促進事業補助金自主防災活動促進事業補助金

◆ こんなときに利用できます

自主防災マップ作成に要する消耗品費、印刷製本費等の経費
わがまち防災ファイル作成、更新にかかる消耗品費、印刷製本費等の経費

◆ 助成率または助成金額
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： 昭和56年5月以前に着工された住宅

： 随時受け付けています。

： 木造戸建て住宅：申請者負担金　3,000円

年度内に事業を完了する必要があります。

： 土木部　都市整備課

： 昭和56年5月31日以前に着工され、耐震診断で安全性が低いと判断された住宅

：

：

： 兵庫県　建築指導課　078-362-4340

： 兵庫県の「わが家の耐震改修促進事業」の補助金交付決定を受けている市民

で、市税の滞納が無い人

： 随時受け付けています。

： 年度内に事業を完了する必要があります。

： 土木部　都市整備課

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

平成24年4月1日以降に実施される戸建て住宅の耐震改修工事について、費用の一部を補助します。

◆ 助成率または助成金額

30万円を上限として、対象となる費用の8分の1を補助します。

対象になる住宅

受付時期・申請方法
下記のお問い合わせ先へお願いします。

この点にご注意を

お問い合わせ先

宍粟市住宅耐震改修促進事業補助金宍粟市住宅耐震改修促進事業補助金宍粟市住宅耐震改修促進事業補助金宍粟市住宅耐震改修促進事業補助金

◆ こんなときに利用できます

住宅の耐震化にかかる設計などの費用及び工事費用の一部を補助します。

◆ 助成率または助成金額

耐震改修計画の作成に要する費用の3分の2以内（戸建て住宅の場合、20万円が上限）
①耐震改修工事に要する費用の4分の1以内（戸建て住宅の場合、60万円が上限）
②耐震改修工事に要する費用の4分の1以内（戸建て住宅の場合、20万円が上限）を①に加算
詳しくは、下記のお問い合わせ先へお願いします。

木造戸建て住宅は27,000円になります。構造により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

対象になる住宅

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

わが家の耐震改修促進事業（兵庫県の制度）わが家の耐震改修促進事業（兵庫県の制度）わが家の耐震改修促進事業（兵庫県の制度）わが家の耐震改修促進事業（兵庫県の制度）

簡易耐震診断推進補助金簡易耐震診断推進補助金簡易耐震診断推進補助金簡易耐震診断推進補助金

◆ こんなときに利用できます

住宅の安全性を確認するための診断費用の一部を補助します。

◆ 助成率または助成金額
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平成21年度に発生した台風9号等により被災した住宅の所有者で以下①②のいずれかに該当する者

① 建設・購入：半壊以上の被害により、500万円以上の融資を受けて原則175㎡以内の

住宅を市内で建設・購入する者

② 補修：床上浸水以上の被害により、500万円以上の融資を受けて被災した持家を補修する者

③ 二重ローン対策：上記①②を行う場合で被災時において既存の住宅ローンの残元金を

500万円以上有している者

： 随時受け付けています。

： 平成25年3月末が申請期限になります。

： 土木部　都市整備課

：

： 随時受け付けています。

： 平成25年3月末が申請期限になります。

： 土木部　都市整備課お問い合わせ先

住宅の建設又は購入に要する費用の一部を助成します。

◆ 助成率または助成金額

100万円

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

平成21年に発生した台風9号により半壊以上の被害を受け、500万円以上の自
己資金により原則175㎡以内の住宅を市内で建設・購入する者で被災時の満年
齢が65歳以上の者

この点にご注意を

お問い合わせ先

宍粟市高齢者住宅再建支援事業宍粟市高齢者住宅再建支援事業宍粟市高齢者住宅再建支援事業宍粟市高齢者住宅再建支援事業

◆ こんなときに利用できます

この点にご注意を

被災者の住宅融資に係る利子の一部を助成します。

◆ 助成率または助成金額

①建設・購入する場合は1,960万円を限度額として住宅金融支援機構の災害復興住宅融資利率相当分を助成
します。
②補修する場合は640万円を限度額として住宅金融支援機構の災害復興住宅融資利率相当分を助成します。

〈③二重ローン対策として、500万円を限度額として住宅金融支援機構の災害復興住宅融資利率相当分を助
成します。〉

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

宍粟市住宅災害復興融資利子補給制度宍粟市住宅災害復興融資利子補給制度宍粟市住宅災害復興融資利子補給制度宍粟市住宅災害復興融資利子補給制度

◆ こんなときに利用できます
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子育てに関する補助金子育てに関する補助金子育てに関する補助金子育てに関する補助金

： 宍粟市に住所を有する夫婦で、一定の要件を満たされる方

： 随時受け付けています。

： 県要綱に基づく治療が対象です（詳しくは担当課まで問い合わせ下さい）。

： 健康福祉部　健康増進課

： 宍粟市に住所を有する方で母子健康手帳の交付を受けられた方

： 平成25年3月31日まで受け付けています。

： 特にありません。

： 健康福祉部　健康増進課

： 自治会、各種団体、サークル等

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： まちづくり推進部　まちづくり推進課

： 18歳未満の子どもを養育され、規則で定める一定の要件を満たされる方

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 千種市民局　地域振興課お問い合わせ先

◆ 助成率または助成金額

50万円を上限として、宅地分譲価格の100分の10を助成します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

この点にご注意を

お問い合わせ先

子育て世代への宅地分譲事業補助金子育て世代への宅地分譲事業補助金子育て世代への宅地分譲事業補助金子育て世代への宅地分譲事業補助金

◆ こんなときに利用できます

子育て世帯の定住化促進を図るため、宍粟市千種町河呂字宝谷地区の宅地分譲について、購入価格の一部を
助成します。

市内の自治会等が行う地域で子どもを守り育てる活動事業に対し助成します。

◆ 助成率または助成金額

10万円を限度に、規則で定める必要経費を助成します。（3ヵ年限度）詳しくはお問い合わせください。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

地域の教育力を高めるまちづくり事業補助金地域の教育力を高めるまちづくり事業補助金地域の教育力を高めるまちづくり事業補助金地域の教育力を高めるまちづくり事業補助金

◆ こんなときに利用できます

◆ こんなときに利用できます

妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成します。

◆ 助成率または助成金額

妊娠全期を通して受診した妊婦健診に対し14回かつ93,000円の範囲内で助成します。

県要綱に基づく１回当たりの助成額を控除した額とし、その額が10万円を超えるときは10万円を限度と
し、10回を超えない範囲で通算5か年度助成します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

妊婦健康診査費助成金妊婦健康診査費助成金妊婦健康診査費助成金妊婦健康診査費助成金

※各補助金の詳しい内容につきましては、担当まで
　お問い合わせくださいますようお願いします。

特定不妊治療費助成金特定不妊治療費助成金特定不妊治療費助成金特定不妊治療費助成金

◆ こんなときに利用できます

指定医療機関で保険外診療の特定不妊治療を受けられた際に要した費用の一部を助成します。

◆ 助成率または助成金額
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福祉に関する補助金福祉に関する補助金福祉に関する補助金福祉に関する補助金

： 住民税が非課税で、一定の要件を満たされている世帯

： 随時受け付けています。用紙は市ホームページにも掲載しています。

： 世帯は住民基本台帳によります。生活保護法の適用世帯は除きます。

： 水道部　管理課

： 身体障害者・要介護認定者等

： 随時受け付けています。書類審査により事前協議が必要です。

： 新築、改築又は増改築等に併せて行われる改造工事は、補助対象外です。

改修工事前の承認が必要です。承認前に改修に着手された場合は、対象外です。

： 健康福祉部　高年・障害福祉課

： 自治会

： 随時受け付けています。担当課との事前協議が必要です。

： 基本的に補助金を受けられた後、10年間は対象から除外となります。

： 健康福祉部　社会福祉課

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

子どもや老人の共通の遊び場として、既に使用しているもの又は使用するために整備するもののうち、遊び
場の面積が原則として150㎡以上かつ事業費5万円以上の整備事業で市長が認めた経費が対象になります。

◆ 助成率または助成金額

上限を30万円とし、査定事業費の2分の1以内で市長が必要と認めた額で補助します。
ただし、千円未満の端数は切り捨てになります。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

子ども及び老人の遊び場設置促進補助金子ども及び老人の遊び場設置促進補助金子ども及び老人の遊び場設置促進補助金子ども及び老人の遊び場設置促進補助金

◆ こんなときに利用できます

補助金制度の対象となる方が、居住し日常生活を送る住宅の適用規定箇所を改造する場合に対象になりま
す。
◆ 助成率または助成金額

所得によって助成率が変わります。上記の経費のうち、10割から2分の1の間で補助します。

広報「しそう」平成23年10月号4ページをご覧いただくか、水道部管理課までお問い合わせください。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

高齢者等住宅改造費助成事業補助金高齢者等住宅改造費助成事業補助金高齢者等住宅改造費助成事業補助金高齢者等住宅改造費助成事業補助金

※各補助金の詳しい内容につきましては、担当まで
　お問い合わせくださいますようお願いします。

福祉世帯水道料金等助成金【新制度】福祉世帯水道料金等助成金【新制度】福祉世帯水道料金等助成金【新制度】福祉世帯水道料金等助成金【新制度】

◆ こんなときに利用できます

水道料金、下水道使用料の一部を助成します。申請いただき、認定の翌月から助成となります。

◆ 助成率または助成金額
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農業に関する補助金農業に関する補助金農業に関する補助金農業に関する補助金

： 農会及び農業者団体

： 随時受け付けています。

： 平成25年度までになります。

： 産業部　農業振興課

： 集落営農組織を設立しようとする農会及び法人格を取得していない営農組合

： 随時受け付けています。

： 平成25年度までになります。

： 産業部　農業振興課

： 農会又は集落営農組合等

： 随時受け付けています。

： 災害復旧事業を除き、農業用施設改修原材料支給補助と合わせて

1会計年度につき、1農会当たり2件以内となります。

： 産業部　農業振興課

この点にご注意を

お問い合わせ先

農業者が、共同して行う農道の新設又は改修、農道橋・ため池・用排水路・頭首工・井せき・揚水施設・水
門等の改修に要する工事費について補助します。但し、査定工事費が20万円以上のものになります。

◆ 助成率または助成金額

200万円を上限として、査定工事費の2分の1以内で補助します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

土地改良事業補助金（一般）土地改良事業補助金（一般）土地改良事業補助金（一般）土地改良事業補助金（一般）

◆ こんなときに利用できます

◆ こんなときに利用できます

集落営農ビジョンの作成、推進組織作りに伴う講習会及び研修会等に要する経費について補助します。ただ
し、補助金交付は同一の補助事業対象者につき１回限りとします。

◆ 助成率または助成金額

上記の経費について5万円を上限として、実支出額の10割を補助します。

10a当たり15,000円を上限とし、補助対象経費の実支出額の10割を補助します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

集落営農推進事業補助金集落営農推進事業補助金集落営農推進事業補助金集落営農推進事業補助金

※各補助金の詳しい内容につきましては、担当まで
　お問い合わせくださいますようお願いします。

耕作放棄田対策事業補助金耕作放棄田対策事業補助金耕作放棄田対策事業補助金耕作放棄田対策事業補助金

◆ こんなときに利用できます

耕作放棄対象農地の再生作業に要する①草・灌木の刈払に係る労務費、材料費及び機械経費②耕起・整地に
係る労務費、材料費及び機械経費が対象になります。ただし、取組初年度分に限ります。

◆ 助成率または助成金額
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： 農会又は集落営農組合等

： 随時受け付けています。

： 原型復旧に要する経費助成です。（機能向上に要する経費は補助対象外）

： 産業部　農業振興課

： 農会又は集落営農組合等

： 随時受け付けています。

： 災害復旧事業を除き、土地改良事業補助金と合わせて

1会計年度につき、1農会当たり2件以内となります。

： 産業部　農業振興課

： 集落営農組織・宍粟市認定農業者
： 随時受け付けています。
： 特にありません。

： 産業部　農業振興課お問い合わせ先

◆ 助成率または助成金額

200万円を上限とし、補助対象経費の実支出額の5分の1以内で補助します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法
この点にご注意を

お問い合わせ先

農業用機械購入事業補助金農業用機械購入事業補助金農業用機械購入事業補助金農業用機械購入事業補助金

◆ こんなときに利用できます

農業生産性の向上のため、大型農業用機械や大型畜産用機械の購入費用に対し補助します。
但し、単体1台当たりの取得金額が20万円を超えるものに限ります。買換えの場合は耐用年数の過ぎたもの
（宍粟市認定農業者においては、農業経営改善計画によるもの）に限ります。

◆ 助成率または助成金額

50万円を上限とし、査定材料費の10割に相当する量（材料）を支給します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

この点にご注意を

お問い合わせ先

農業用施設改修原材料支給（一般・災害）農業用施設改修原材料支給（一般・災害）農業用施設改修原材料支給（一般・災害）農業用施設改修原材料支給（一般・災害）

◆ こんなときに利用できます

農業者が、共同して行う農道や農道橋・ため池・用排水路・頭首工・井せき・揚水施設・水門等の改修及び
災害に係る被災施設の原形復旧並びに応急措置に要する原材料について支給いたします。但し、査定材料費
が10万円以上のものになります。

農地並びに農業用施設の災害復旧事業に要する工事費について補助します。但し、査定工事費が20万円以
上のものになります。

◆ 助成率または助成金額

200万円を上限として、査定工事費の2分の1以内で補助します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

土地改良事業補助金（災害）土地改良事業補助金（災害）土地改良事業補助金（災害）土地改良事業補助金（災害）

◆ こんなときに利用できます
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： 農会又は集落営農組合

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 産業部　農業振興課

： 新規狩猟免許取得者（狩猟者の登録、猟友会宍粟支部への入会、

並びに有害鳥獣捕獲事業への協力が見込める人）、及び狩猟免許更新者
： 随時受け付けています。
： 平成26年度限りとしています。

： 産業部　農業振興課

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法
この点にご注意を
お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

狩猟免許の取得等及び更新に要する経費を補助します。取得等に係る補助対象経費：免許講習会費、試験申
請手数料、狩猟者登録手数料、狩猟税、猟友会費。更新に係る補助対象経費：狩猟免許更新手数料

◆ 助成率または助成金額

狩猟免許の取得等及び更新に要する補助対象経費の2分の1を補助します。

新設及び取替え事業の場合は、資材の購入費と施工延長１ｍ当たり1,100円（電気柵の場合は1m当たり
400円）を基礎として算出した額のいずれか少ない額を基本額とし、その4分の3を補助します。（上限額
50万円）
補修事業の場合は、資材の購入経費（10万円以上が対象）を基本額とし、その2分の1を補助します。（上
限額25万円）

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金

野猪等被害防止柵設置事業補助金野猪等被害防止柵設置事業補助金野猪等被害防止柵設置事業補助金野猪等被害防止柵設置事業補助金

◆ こんなときに利用できます

耐用年数が10年以上あり、延長が100m以上の防護柵（電気柵又は金網柵）を新設並びに耐用年数経過に
伴う取替え及び補修する場合で、基本的に資材経費が対象になります。ただし、農地の受益面積が20ａ以
上で受益戸数が2戸以上、かつ集落内の農地を一体的かつ効率的に防護する形態のものに限ります。

◆ 助成率または助成金額

- 13 - 農業に関する補助金



林業に関する補助金林業に関する補助金林業に関する補助金林業に関する補助金

： 市内で宍粟材を使った新築、リフォーム工事の施主

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 産業部　森づくり課

： 自治会、生産森林組合等

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 産業部　森づくり課

： 自治会、生産森林組合、森林施業計画認定者

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 産業部　森づくり課

： 自治会、生産森林組合等

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 産業部　森づくり課

林業振興基盤整備促進事業補助金（林道）林業振興基盤整備促進事業補助金（林道）林業振興基盤整備促進事業補助金（林道）林業振興基盤整備促進事業補助金（林道）

林業振興基盤整備促進事業補助金（基幹作業道）林業振興基盤整備促進事業補助金（基幹作業道）林業振興基盤整備促進事業補助金（基幹作業道）林業振興基盤整備促進事業補助金（基幹作業道）

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

林業の生産性の維持向上に向けた林業基盤の補修に係る原材料を支給します。（林道台帳に記載する林道）

◆ 助成率または助成金額

査定材料費の100％相当量（材料費10万円以上20万円以下）

補助対象経費の3/10以内（工事費20万円以上100万円以下）

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

原木の安定供給を目的に、生産性の向上を図るため林業基盤の補修に係る経費に対して補助します。（基幹
作業道）

◆ 助成率または助成金額

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

林業の生産性の維持向上に向けた林業基盤の補修に係る経費に対して補助します。（林道台帳に記載する林
道）

◆ 助成率または助成金額

補助対象経費の3/10以内（工事費20万円以上100万円以下）

※各補助金の詳しい内容につきましては、担当まで
　お問い合わせくださいますようお願いします。

宍粟材の家づくり支援事業補助金宍粟材の家づくり支援事業補助金宍粟材の家づくり支援事業補助金宍粟材の家づくり支援事業補助金

◆ こんなときに利用できます

宍粟材を使った新築、リフォーム工事のときに助成します。

◆ 助成率または助成金額

林業振興基盤整備促進事業補助金（原材料支給）林業振興基盤整備促進事業補助金（原材料支給）林業振興基盤整備促進事業補助金（原材料支給）林業振興基盤整備促進事業補助金（原材料支給）

80㎡以上の新築木造住宅で0.1㎥/㎡の場合1500円/㎡（20万円限）、0.15㎥/㎡の場合2500円/㎡
（30万円限）、子育て世代、定住の場合は加算があります。
リフォームの場合、10㎡以上の内装工事で3000円/㎡（10万円限）で、こちらも加算条件があります。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

補助金の対象になる人
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： 森林所有者、生産森林組合等

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 産業部　森づくり課

： 自治会、生産森林組合等

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 産業部　森づくり課

： 自治会等（15ｈａ程度のまとまりのある森林区域）

： 随時受け付けています。（実施は県計画登載後）

： 特にありません。

： 産業部　森づくり課

： 自治会等（10ｈａ～20ｈａ程度のまとまりのある森林区域）

： 随時受け付けています。（実施は県計画登載後）

： 特にありません。

： 産業部　森づくり課

◆ 助成率または助成金額

必要額（積上積算）

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

人と野生動物との棲み分けゾーンの整備や広葉樹林の整備による野生動物の生息地環境の改善

集落裏山の山腹崩壊危険箇所等を対象に森林整備や簡易防災施設等の設置

◆ 助成率または助成金額

必要額（積上積算）

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

◆ 助成率または助成金額

補助対象経費の実支出額の10/10（面積により上限額が違います。）

補助金の対象になる人

森林経営支援推進事業補助金森林経営支援推進事業補助金森林経営支援推進事業補助金森林経営支援推進事業補助金

受付時期・申請方法

この点にご注意を

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

自律的な森林経営が行える森林所有者の育成を目的に林況図作成等に係る経費を助成します。

広域的な団地を設定することにより、合理的な施業を行うための計画策定等に要する経費に対して補助しま
す。
◆ 助成率または助成金額

補助対象経費の実支出額の10/10（上限50万円）

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

◆ こんなときに利用できます

森林経営団地化推進事業補助金森林経営団地化推進事業補助金森林経営団地化推進事業補助金森林経営団地化推進事業補助金

｢災害に強い森づくり」里山防災林整備補助金【県事業】｢災害に強い森づくり」里山防災林整備補助金【県事業】｢災害に強い森づくり」里山防災林整備補助金【県事業】｢災害に強い森づくり」里山防災林整備補助金【県事業】

｢災害に強い森づくり」野生動物育成林整備補助金【県事業】｢災害に強い森づくり」野生動物育成林整備補助金【県事業】｢災害に強い森づくり」野生動物育成林整備補助金【県事業】｢災害に強い森づくり」野生動物育成林整備補助金【県事業】
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： 自治会、生産森林組合等（20ｈａ程度のまとまりのある森林区域）

： 随時受け付けています。（実施は県計画登載後）

： 特にありません。

： 産業部　森づくり課

必要額（積上積算）

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

◆ こんなときに利用できます

手入れ不足の高齢人工林を対象に急傾斜地等を中心に人工林を部分伐採し、広葉樹林へ転換

◆ 助成率または助成金額

｢災害に強い森づくり」針葉樹林と広葉樹林の混交林整備補助金｢災害に強い森づくり」針葉樹林と広葉樹林の混交林整備補助金｢災害に強い森づくり」針葉樹林と広葉樹林の混交林整備補助金｢災害に強い森づくり」針葉樹林と広葉樹林の混交林整備補助金
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商工業・観光産業に関する補助金商工業・観光産業に関する補助金商工業・観光産業に関する補助金商工業・観光産業に関する補助金

： 市外の高校生、短大、大学生

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： まちづくり推進部　環境観光課

： 波賀町・千種町全域、一宮町（神戸地区を除く）、山崎町蔦沢、土万地区で

移動販売を1年以上続けている小売業者

： 随時受け付けています。

： 特にありません。

： 産業部　商工労政課

： 認定申請者(未定)

： 起業1年経過後になります。

： 特にありません。

： 産業部　商工労政課

この点にご注意を

お問い合わせ先

市内で新たに起業する者に対して起業に要する費用の一部を助成します。

◆ 助成率または助成金額

固定資産税相当3ヵ年分、店舗の改装・設備購入費の1/3、雇用奨励補助金1人20万円

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

起業家支援助成金起業家支援助成金起業家支援助成金起業家支援助成金

◆ こんなときに利用できます

◆ こんなときに利用できます

移動販売を行っている小売業者が車両の購入、設備の改修、宣伝を行う費用が対象になります。

◆ 助成率または助成金額

上記の経費の2分の1を200万円を限度額として補助します。

延べ人数で20泊以上の合宿に対し、1泊1,000円の補助、カヌーの場合は奨励種目とし1泊1,500円を補助
します。

補助金の対象になる人

受付時期・申請方法

この点にご注意を

お問い合わせ先

移動販売車購入補助金移動販売車購入補助金移動販売車購入補助金移動販売車購入補助金

※各補助金の詳しい内容につきましては、担当まで
　お問い合わせくださいますようお願いします。

学生合宿促進補助金学生合宿促進補助金学生合宿促進補助金学生合宿促進補助金

◆ こんなときに利用できます

市外学生が市内の旅館等において延べ人数で20泊以上となる合宿を行う場合の宿泊費を助成します。
※延べ人数とは：例えば10人が2泊した場合は20泊と算定することになります。

◆ 助成率または助成金額
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